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子ども・若者や 子育て世帯が 

夢と希望を持ち 安心して暮らせるまちの実現を目指して 
 
 

本市では、現在、子どもたちの成長を地域ととも

に支え、未来に夢と希望のもてる、様々な人々の笑

顔かがやくまちを目指し、「第２期高松市子ども・

子育て支援推進計画（令和２～６年度）」及び「高松

市子どもの貧困対策推進計画（平成 30～令和６年

度）」の下、市民と行政が役割分担を図りながら、協

働による総合的な子育て支援施策に取り組んでい

ます。 

しかしながら、人口減少や少子化の進行、子ども

や若者を取り巻く環境の変化や、子育て世帯のニー

ズの多様化や課題の複雑化・複合化に応じた、更な

る取組が求められています。 

このような中、国においては、令和５年４月に、こども基本法が施行され、こ

ども家庭庁が発足し、同年 12 月には、こども大綱が策定されました。心身の発

達過程にある者を「こども」と位置付け、「～全てのこども・若者が身体的・精神

的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会～ こどもまんなか社会」の実

現を目指し、子どもや若者、子育て当事者とともに進めていくとされております。 

そこで、本市においては、こども基本法やこども大綱の理念である「こどもま

んなか社会」の実現を目指し、「高松市こども計画（令和７～11 年度）」を策定し

ました。 

この計画は、社会情勢の変化や現行計画の進捗状況、各種ニーズ調査、子ども・

若者を含む市民・関係機関・団体等からいただいた御意見等を踏まえて策定した

もので、基本理念を「すべての子ども・若者が 健やかに成長し 笑顔かがやく

まち たかまつ」とし、子どもや若者、子育て世帯が、夢と希望を持ち、安心し

て暮らせるまちを目指しています。 

今後、市民の皆様はもとより、行政、企業や関係機関・団体等と相互に連携し

ながら、この計画に基づく取組を着実に実施し、子どもが健やかに生まれ育つ社

会の形成を推進してまいりたいと考えておりますので、格別の御理解・御協力と

積極的な御参画をお願い申しあげます。 

最後に、この計画の策定に当たり、貴重な御提言・御意見をいただきました高

松市子ども・子育て支援会議の委員並びに市民の皆様に、心から感謝申しあげま

す。 

 

 令和７年３月 

 

高松市長  大西 秀人  
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第１章    計画の策定に当たって 

 

 

 

１ 計画策定の背景 

（１）社会動向 

子どもや若者を取り巻く環境や国・社会は大きく変化しています。平成27年に「子ども・

子育て支援新制度」が施行されて９年が経ちますが、家庭問題や地域社会の結びつきの希

薄化、子育て家庭の孤立に関する問題は未だ解決すべき課題として残っています。また、

スマートフォンやＳＮＳの普及によるネットトラブルや情報過多といった新たな問題、自

殺やいじめなどの生命・安全の危機、そして、格差拡大、若者の就労や結婚などの問題も

顕在化しています。 

 

 

（２）国の動向 

近年の重要な展開として、令和５年４月にこども基本法が施行されました。こども基本

法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約（以下「子どもの権利条約」という。）の精

神にのっとり、次代の社会を担う全ての子どもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、

自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、子どもの心身の状況、置かれ

ている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送る

ことができる社会の実現を目指すものです。また、同じく令和５年４月に、「こども家庭庁」

が発足し、令和５年12月には「こども大綱」が閣議決定され、「こどもまんなか社会」の実

現に向けて、子どもや若者、子育て当事者の幸福を追求することが非常に重要であるとさ

れています。 
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（３）香川県の動向 

香川県では、令和２年３月に「第２期香川県健やか子ども支援計画」を策定し、結婚か

ら妊娠・出産を経て、子育てまでの切れ目ない支援を総合的かつ計画的に推進してきまし

た。 

しかしながら、少子化の進行とそれに伴う人口減少の課題は、より深刻化しており、こ

うした状況を踏まえ、令和５年12月に、少子化局面を打開し、社会全体で子育てを支援す

る観点から、子育て支援施策全般について再構築し、「第２期香川県健やか子ども支援計画」

を見直しました。見直し後の計画では、「夢と仲間を持って、次代を担う子どもたちを安心

して生み、健やかに育てることができるかがわづくり」を基本目標に掲げ、「経済的負担の

軽減」、「子育て拠点の充実」、「みんなで子育て」の３つの柱の下、地域の実情やニーズに

的確に対応した取組を積極的に推進し、次代の担い手となる全ての子どもが、将来にわた

って健やかに成長することができる社会の実現を目指しています。 

また、令和２年３月には「第２期香川県子どもの貧困対策推進計画」を策定し、「教育の

支援」、「生活の安定に資するための支援」、「保護者に対する職業生活の安定と向上に資す

るための就労の支援」、「経済的支援」の施策を４つの基本方向として、子どもの貧困対策

をより一層推進しています。 

 

 

２ 計画策定の目的 

本市では、令和２年３月に、「第２期高松市子ども・子育て支援推進計画（高松すくすく

子育てプラン）（令和２年度～６年度）」を策定し、子どもの成長と子育てを社会全体で支

援するまちづくりを推進し、子どもの笑顔、家族の笑顔、地域の笑顔と、子どもの笑顔を

中心として、みんなの笑顔につながるよう、「みんなで子育て 笑顔かがやくまち たかま

つ」の実現を目指してきました。 

また、平成30年３月には、本市の未来を担う子どもの将来が、その生まれ育った環境に

左右されることなく、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、子どもの貧困

対策を総合的に推進するため、「高松市子どもの貧困対策推進計画」を策定しました。  

この度、「第２期高松市子ども・子育て支援推進計画（高松すくすく子育てプラン）」及

び「高松市子どもの貧困対策推進計画」が令和６年度で最終年度を迎えることから、社会

情勢や国の動向を踏まえ、引き続き、子どもの権利の擁護や、子ども・若者支援施策の充

実等を図るため、『高松市こども計画（令和７年度～11年度）』を策定します。 
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３ 計画の位置付け 

本計画は、子ども・子育て支援法第61条第１項に基づく「市町村子ども・子育て支援事

業計画」、次世代育成支援対策推進法第８条第１項に基づく「市町村行動計画」、成育過程

にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するた

めの施策の総合的な推進に関する法律第11条第１項に基づく成育医療等基本方針を踏ま

えた「母子保健を含む成育医療等に関する計画」、高松市子ども・子育て条例第10条に規定

する推進計画として位置づけている「第２期高松市子ども・子育て支援推進計画」に、こ

どもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第10条第２項に基づく「こどもの貧困

の解消に向けた対策についての計画」として位置づけている「高松市子どもの貧困対策推

進計画」、子ども・若者育成支援推進法第９条第２項に基づく「市町村子ども・若者計画」

を新たに包含して、こども基本法第10条第２項に基づく「市町村こども計画」として、一

体的に策定するものです。 
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４ 本計画とＳＤＧｓの関係性 

平成27年９月、国連サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、

国際社会が一体となって「ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)」の達成に向けた取組を進めて

います。 

国では、平成28年に政府内に推進本部が設置され、同年12月に実施方針が決定されてお

り、地方公共団体においても、ＳＤＧｓの達成に向けた取組の推進が求められています。 

「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓの基本理念の下、本計画においても、子どもの

権利の擁護や、子ども・若者支援施策の充実等をはかるため、各施策を推進していきます。 
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５ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和７年度から令和11年度までの５年間とします。なお、計画内

容と実態がかけ離れた場合は、計画の中間年において計画の見直しを行うものとします。 

 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 

 

       

        

 

 

６ 計画の対象 

本計画は子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画、次世代育

成支援対策推進法に基づく市町村行動計画、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産

婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法

律に基づく成育医療等基本方針を踏まえた母子保健を含む成育医療等に関する計画、こど

もの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に基づく市町村計画、子ども・若者育成

支援推進法に基づく市町村計画を併せ持った内容であるため、計画の対象は、出生前から

おおむね18歳未満の子どもとその家庭及び18歳からおおむね39歳以下の若者を対象とし

ます。計画上、「妊娠前から幼児期まで」は０歳から６歳未満、「学童期・思春期」は６歳

から18歳未満、「青年期」は18歳から39歳以下を施策の中心的な対象年齢と捉えます。 

  ※こども基本法（令和４年法律第77号）において、「こども」とは、「心身の発達の過程にある者」と定義しています。 
 

 

７ 計画の名称 

本計画の名称は、『高松市こども計画』とします。 

 

８ 計画の推進と点検・評価 

本計画は、５年を１期とする中期的な計画となります。計画の策定にあたり、教育・保

育事業や地域子ども・子育て支援事業の供給量等の「アウトプット評価」のみならず、利

用者の視点に立った点検・評価を実施するため「アウトカム評価」としての数値目標を設

定しました。 

計画の実効性を上げるため、毎年、計画の進捗状況及びその評価について公表し、事業

効果をより明確化するとともに、継続的なＰＤＣＡサイクル（計画（Plan）→実行（Do）

→評価（Check）→改善（Action））の確立につながるよう推進します。  

高松市こども計画 

第２期高松市子ども・ 

子育て支援推進計画 

次期計画 

高松市子どもの貧困対策

推進計画 
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９ 計画の策定方法 

（１）市民ニーズ調査の実施 

本計画を策定するための基礎資料を得るため、「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」

及び「こども・若者の意識と生活に関するアンケート調査」を実施し、子育て支援に関す

るサービスの利用状況や今後の利用希望、若者の意識と生活などの把握を行いました。 

 

○ 調査期間：令和６年４月15日～令和６年５月10日 

○ 調査方法：郵送配付・郵送回収及びインターネット回答 

 

種

類 
調査対象 配布数 

有効 

回答数 

有効 

回答率 

ニ
ー
ズ
調
査 

就学前児童 

保護者 

小学校入学前のお子さんがいる世帯（令和６年

３月 13 日時点で無作為抽出） 
3,000 通 1,176 通 39.2％ 

小学生保護者 
小学生のお子さんがいる世帯（令和６年３月 13

日時点で無作為抽出） 
2,000 通 802 通 40.1％ 

若者 
18 歳～39 歳の方（令和６年３月 13 日時点で無

作為抽出） 
2,000 通 561 通 28.1％ 

生
活
状
況
調
査
（
香
川
県
実
施
） 

小学生保護者 小学５年生のお子さんがいる保護者の方 947 通 427 通 45.1％ 

小学生本人 小学５年生本人 947 通 414 通 43.7％ 

中学生保護者 中学２年生のお子さんがいる保護者の方 1,001 通 424 通 42.4％ 

中学生本人 中学２年生本人 1,001 通 392 通 39.2％ 

高校生保護者 高校２年生のお子さんがいる保護者の方 930 通 380 通 40.9％ 

高校生本人 高校２年生本人 930 通 355 通 38.2％ 

 

 

（２）高松市子ども・子育て支援会議による審議 

計画の策定にあたり、子育て当事者等の意見を反映するとともに、子どもや若者をとり

まく環境や子育て家庭の実情を踏まえた計画とするため、市民、事業主、学識経験者及び

子ども・子育て支援に関する事業に従事する者等で構成する「高松市子ども・子育て支援

会議」を設置し、計画の内容について協議しました。 

 

 

（３）高松市若者支援協議会での意見聴取 

計画の策定にあたり、若者をとりまく環境や実情を踏まえた計画とするため、学識経験

者及び若者支援に関する事業に従事する者等で構成する「高松市若者支援協議会」に報告

し、意見を伺いました。 



 
8 

（４）パブリックコメントの実施 

市民から、広く意見を得て計画策定を進めることを目的に、パブリックコメント（意見

募集）を実施しました。 

○ 実施期間：令和７年１月20日～令和７年２月19日 

○ 意見提出：58件  
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第２章    高松市の子どもと子育て家庭を 

取り巻く現状と課題 

  

 

１ 高松市の状況 

（１）人口の状況（人口推移と将来人口） 

本市の総人口は年々減少し、2024年（令和６年）４月１日現在で417,963人となっており、

令和７年以降も減少していくことが見込まれます。 

年齢別にみると、高齢者人口比率は増加が続き、令和11年には約30％を占め、一方、０

～14歳人口比率は減少を続け、令和11年には11.2％まで落ち込むと見込まれます。 

 

総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：実績人口は、住民基本台帳人口及び外国人登録人口（各年４月１日） 

   推計人口は、令和２年～６年の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を基に 

コーホート変化率法で推計(各年４月１日) 

  

実績 推計 

424,993 424,258 421,959 419,628 417,963 415,958 413,825 411,595 409,235 406,822 

13.2 13.0 12.9 12.6 12.3 12.1 11.9 11.7 11.5 11.2

27.8 28.1 28.4 28.5 28.8 29.0 29.1 29.2 29.3 29.5

0.0

10.0

20.0

30.0

0

200,000

400,000

600,000

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

令和

７年

令和

８年

令和

９年

令和

10年

令和

11年

（％）（人）

総人口 ０～14歳人口比率 65歳以上人口比率
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20,690 20,036 19,557 18,774 17,920 17,464 17,063 16,658 16,283 16,068 

23,369 23,155 22,727 22,474 22,036 21,438 20,752 20,093 19,518 18,768 

24,270 24,038 23,949 23,567 23,531 23,369 23,181 22,920 22,524 22,308 

68,329 67,229 66,233 64,815 63,487 62,271 60,996 59,671 58,325 57,144 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

令和

２年

令和

３年

令和

４年

令和

５年

令和

６年

令和

７年

令和

８年

令和

９年

令和

10年

令和

11年

（人）

０～５歳 ６～11歳 12～17歳

 

就学前児童（０～５歳）、小学生（６～11歳）、12～17歳のいずれも、減少傾向が続いて

おり、今後も減少すると見込まれます。 

 

子どもの人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：実績人口は、住民基本台帳人口及び外国人登録人口（各年４月１日） 

   推計人口は、令和２年～６年の住民基本台帳人口及び外国人登録人口を基に 

コーホート変化率法で推計(各年４月１日) 

 

 

（２）世帯の状況 

① 18歳未満の子どもがいる世帯の状況 

本市の18歳未満の子どもがいる核家族世帯数は平成27年から令和２年にかけて減少し

ていますが、当該割合は増加しています。 

 

18 歳未満の子どもがいる世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  

実態 推計 

40,560 39,277 37,246 
34,576 34,590 33,842 

85.2 88.1 90.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成22年 平成27年 令和２年

（％）（世帯）

18歳未満の子どもがいる一般世帯 18歳未満の子どもがいる核家族世帯

18歳未満の子どもがいる核家族世帯の割合
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② ひとり親世帯の推移 

本市の18歳未満の子どもがいるひとり親世帯の数・割合は、母子世帯、父子世帯ともに

平成27年から令和２年にかけて減少しています。 

 

ひとり親世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

（３）出生の状況 

① 出生数の推移 

本市の出生数は、平成29年以降減少傾向にあり、令和４年では2,916人となっています。

出生率（人口千人当たり出生数）は、全国や香川県を上回っています。 

 

出生数及び出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態調査、香川県の保健統計指標   

2,711 2,754 

2,211 

273 262 228 

6.7 7.0

5.9

0.7 0.7 0.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成22年 平成27年 令和２年

（％）（世帯）

18歳未満の子どもがいる母子世帯

18歳未満の子どもがいる父子世帯

18歳未満の子どもがいる一般世帯のうち母子世帯の割合

18歳未満の子どもがいる一般世帯のうち父子世帯の割合

3,596 3,604 
3,311 3,180 3,085 3,052 2,916 8.5 8.6

7.9
7.6

7.4 7.3
7.07.8 7.7

7.2

7.0

6.6

6.7
6.3

7.8 7.6 7.4

7.0 6.8

6.6
6.3

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

（人口千対）（人）

高松市出生数 高松市出生率 香川県出生率 全国出生率
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② 合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率（女性が一生に産む子どもの数）は、平成29年以降減少傾向にあ

り、令和４年で1.37となっており、人口を維持するために必要な2.08を大きく下回ってい

ます。 

 

合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国及び香川県は人口動態調査、高松市は独自算出によるもの（保健医療政策課） 

 

 

③ 母親の年齢（５歳階級）別出生率の推移 

本市の母親の年齢（５歳階級）別出生率の推移をみると、平成25年と同程度となってい

ますが、30～44歳の割合がわずかに増加しており、晩産化が進行していることがうかがえ

ます。 

 

母親の年齢別出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 人口動態統計 

  

1.50 
1.53 

1.45 
1.42 

1.40 
1.42 

1.37 

1.64 1.65 
1.61 

1.59 

1.47 
1.51 

1.45 

1.44 1.43 1.42 

1.36 
1.33 

1.30 
1.26 

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

高松市 香川県 全国

0.7 7.6

28.1

35.3

23.0

5.2

0.1 0.0

1.2
9.7

28.2
35.2

21.9

3.6

0.2 0.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50歳以上

（％）

令和４年 平成25年
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④ 年代別婚姻率の推移（男女別） 

本市の年代別婚姻率は、男女ともに平成12年から令和２年にかけて減少傾向にあります。 

 

年代別婚姻率の推移（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

年代別婚姻率の推移（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50歳以上

令和２年 6.2 29.6 52.5 63.1 67.1 68.5 75.6

平成27年 5.7 31.2 55.0 63.8 68.7 70.2 77.3

平成22年 7.4 34.0 56.1 66.1 71.1 75.9 80.9

平成17年 7.8 33.0 56.3 67.2 73.4 77.3 81.4

平成12年 9.0 36.2 61.4 74.8 79.9 82.1 84.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

（％）

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50歳以上

令和２年 9.1 39.7 61.2 69.8 72.3 70.7 58.9

平成27年 8.8 39.6 62.8 70.5 71.7 71.6 60.1

平成22年 12.0 41.8 63.4 72.4 73.2 76.7 61.3

平成17年 12.3 42.4 66.2 72.4 77.3 79.7 60.9

平成12年 14.0 49.5 71.6 80.1 83.6 82.8 61.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

（％）
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681 

343 
164 

495 

2,341 
2,211 

1,402 

1,038 

697 670 639 478 276 163 132 108 77 89 70 
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-765 
-738 -643 
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-30 
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-454 
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21 14 49 44 2 32 21 
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75～
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85～

89歳
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以上

（人）

転入者数 転出者数 増減数

（４）社会動態 

本市の年齢別の社会動態は、59歳までは減少が続いていますが、60歳以降は増加となっ

ています。特に20～24歳で転入者数と転出者数の差が大きく、454人の減少となっています。 

 

年齢別の転入・転出者数（令和５年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳人口移動報告（令和５年） 
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（５）就業の状況 

① 女性の年齢別就業率の推移 

本市の女性の年齢別就業率は、出産・育児期に落ち込み、再び増加するＭ字カーブを描

いていますが、平成27年に比べ令和２年で就業率は全体的に上昇しており、Ｍ字カーブは

緩やかになっています。 

 

女性の年齢別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

② 女性の年齢別就業率（有配偶・未婚比較） 

本市の令和２年の女性の有配偶・未婚別就業率をみると、特に20～54歳で有配偶者に比

べ未婚者の就業率が高くなっています。 

 

女性の年齢別就業率（有配偶・未婚比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年）  
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（６）幼稚園・保育所等の状況 

① 就学前児童の状況 

本市における就学前児童の状況をみると、０～２歳は施設に通わずに在宅で過ごしてい

る児童が多く、３～５歳では、私立認定こども園に通っている児童が最も多くなっていま

す。 
単位：人 

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

市立保育所 98 364 429 443 442 461 2,237 

私立保育所 167 531 589 596 601 589 3,073 

市立幼稚園 0 0 0 125 140 159 424 

私立幼稚園 0 0 0 659 671 689 2,019 

市立認定こども園 40 157 193 276 272 308 1,246 

私立認定こども園 144 468 588 882 863 920 3,865 

市立小規模保育事業 0 1 1 0 0 1 3 

私立小規模保育事業 40 103 151 0 0 0 294 

事業所内保育事業 4 13 13 0 0 0 30 

認可外保育施設 50 221 253 84 80 66 754 

在宅等 2,064 972 816 11 58 54 3,975 

合計 

（就学前児童数） 
2,607 2,830 3,033 3,076 3,127 3,247 17,920 

資料：就学前児童数は、令和６年４月１日の住民基本台帳に基づく人口 

保育所、こども園（２・３号）、小規模保育の児童数は、令和６年４月１日の人数 

事業所内保育の児童数は、令和６年４月１日の人数で、従業員枠を含む 

幼稚園、こども園（１号）の児童数は、令和６年５月１日の人数 

認可外保育施設の児童数は、令和６年４月１日の人数 

注記：保育所、こども園、小規模保育の児童数には、他市町との委託及び受託分を除く 

私立幼稚園、認可外保育施設の児童数には、市外児童が混在する 

在宅等の児童数は、就学前児童数から、保育所、幼稚園、認定こども園等の施設に通う児童数を差

し引いた推計 
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② 幼稚園の状況 

入園児童数は、全体として減少傾向にあり、令和６年度現在、3,354人となっています。

このうち、市立幼稚園児が602人、私立幼稚園児が2,752人となっています。 

 

幼稚園入園児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校基本調査、高松市こども保育教育課（各年度５月１日） 

注記：入園率＝入園児童数÷定員 

 

 

市立幼稚園・私立幼稚園の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：学校基本調査、高松市こども保育教育課（各年度５月１日） 

注記：入園率＝入園児童数÷定員 
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③ 保育所の状況 

入所児童数は、令和６年度で9,836人となっています。このうち、市立保育所入所児が

3,307人、私立保育所入所児が6,529人となっています。 

 

保育所入所児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高松市こども保育教育課（各年度４月１日） 

注記：入所率＝入所児童数÷定員 

 

 

市立保育所・私立保育所の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高松市こども保育教育課（各年度４月１日） 

注記：入所率＝入所児童数÷定員 

 

  

9,919 9,911 9,928 10,071 9,952 9,836 

90 90.1 87.7 88.0 86.0 85.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（％）（人）

入所児童数 入所率

3,793 3,715 3,574 3,542 3,435 3,307 

6,126 6,196 6,354 6,529 6,517 6,529 

88.7 86.3 83.4 82.7 78.0 75.1

91.4 92.5 90.3 91.3 91.0 91.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

3,000

6,000

9,000

12,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（％）（人）

市立保育所児童数 私立保育所児童数

市立保育所入所率 私立保育所入所率
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④ 待機児童数の状況 

待機児童数は、年々減少しており、令和６年度は３人となっています。 

 

待機児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高松市こども保育教育課（各年度４月１日） 

 

 

⑤ 認可外保育施設の状況 

入所児童数は増加傾向にありますが、令和６年度は減少し、754人（入所率60.0％）とな

っています。 

 

認可外保育施設の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高松市こども保育教育課（各年度４月１日） 
注記：入所率＝入所児童数÷定員 
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（７）小学校・中学校の状況 

① 小学校の状況 

令和６年５月１日現在、本市には52（分校２、休校３含む）の市立小学校があり、児童

数は21,226人となっています。 

 

単位：校、学級、人 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

小学校数 51 51 51 51 52 52 

うち、分校・休校数 1・3 1・3 1・3 1・3 2・3 2・3 

学級数 954 943 959 947 971 958 

児童数 22,899 22,599 22,369 21,942 21,666 21,226 

資料：高松市教育委員会学校教育課 

 

 

② 中学校の状況 

令和６年５月１日現在、本市には24（分校２含む）の市立中学校があり、生徒数は10,594

人となっています。 
 

単位：校、学級、人 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

中学校数 24 24 23 23 24 24 

うち、分校数 1 1 1 1 2 2 

学級数 397 394 405 417 406 405 

生徒数 10,969 10,844 10,887 10,936 10,673 10,594 

資料：高松市教育委員会学校教育課 

注記：令和３年度鶴尾中学校閉校 

 

 

③ ①、②のうち、特別支援学級数の状況 

令和６年５月１日現在、本市の特別支援学級数は、令和６年度で小学校241、中学校84と

なっています。 
 

単位：学級 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

①のうち、小学校

特別支援学級数 
190 194 206 213 238 241 

②のうち、中学校

特別支援学級数 
73 76 78 82 80 84 

資料：高松市教育委員会学校教育課（各年度５月１日）  
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④ 障害児通所支援利用者数の状況 

本市の障害児通所支援利用者数は、令和６年度で児童発達支援511人、放課後等デイサー

ビス958人となっています。 

 

単位：人/月 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

児童発達支援 214 271 339 438 498 511 

放課後等 

デイサービス 
601 672 731 899 998 958 

資料：高松市障がい福祉課 たかまつ障がい者プラン 

 

 

⑤ 小学校・中学校の不登校等の状況 

令和５年度の不登校は、小学生で386人、中学生で665人となっています。 

 

単位：人・件・校 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

小
学
校 

長期欠席 322 276 533 690 787 

上記の内、不登校 134 158 218 289 386 

いじめの認知件数 974 995 943 1,042 - 

スクールカウンセラー配置校数 47 47 47 47 47 

中
学
校 

長期欠席 443 480 667 815 829 

上記の内、不登校 368 404 504 581 665 

いじめの認知件数 508 463 553 633 - 

スクールカウンセラー配置校数 23 23 22 22 22 

資料：高松市教育委員会学校教育課、総合教育センター 

注記：長期欠席とは、年間 30 日以上の欠席をいう。 

令和３年度鶴尾中学校閉校 

表中の「-」は未公表 
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（８）児童虐待の現状 

香川県の児童虐待相談対応件数は、増加傾向にあり、令和５年度では 1,271 件となって

います。 

本市の児童虐待相談対応件数も、高い水準にあり、令和５年度は228件となっており、虐

待の種類では身体的虐待が最も多くなっています。 

 

香川県の児童虐待相談対応件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高松市こども女性相談課 

注記：上記の件数は、香川県子ども女性相談センターが対応した件数 

 

 

 

高松市の児童虐待相談対応件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高松市こども女性相談課 

注記：上記の件数は、高松市こども女性相談課が対応した件数 
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香川県の相談対応件数のうち、高松市内在住児童に関する相談対応件数 

香川県の相談対応件数のうち、高松市外在住児童に関する相談対応件数 
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児童の虐待種別 
単位：件 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

全体 301 363 290 342 259 228 

ネグレクト 69 104 62 81 34 44 

身体的虐待 87 104 106 104 82 101 

性的虐待 2 1 2 5 2 0 

心理的虐待 143 154 120 152 141 83 

資料：高松市こども女性相談課 

 

 

（９）自殺の現状 

本市全体の自殺者数の推移をみると、60人台で推移しており、令和４年度には67人とな

っています。 

 

自殺者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高松市健康づくり推進課 

（第２期高松市自殺対策計画 厚生労働省「人口動態統計」） 
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２ ニーズ調査結果からみえる高松市の現状 

（１）ニーズ調査 就学前児童保護者 

① 母親の就労状況 

「フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で就労しており、産休・

育休・介護休業中ではない」の割合が

32.7％と最も高く、次いで「パート・ア

ルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で就労しており、産休・育休・介護休業

中ではない」の割合が21.5％、「フルタイ

ム（１週５日程度・１日８時間程度の就

労）で就労しているが、産休・育休・介

護休業中である」の割合が20.7％となっ

ています。 

平成30年度調査と比較すると、「フル

タイム（１週５日程度・１日８時間程度

の就労）で就労しているが、産休・育休・

介護休業中である」の割合が増加してい

ます。一方、「以前は就労していたが、現

在は就労していない」の割合が減少して

います。専業主婦の母親が減少している

ことが伺えます。 
 

② 平日に「定期的に」利用している教育・保育事業 

「認可保育所」の割合が35.6％と最も

高く、次いで「認定こども園」の割合が

35.5％、「幼稚園」の割合が20.3％となっ

ています。 

平成30年度調査と比較すると、「認定こ

ども園」の割合が増加しています。一方、

「幼稚園」「認可保育所」の割合が減少し

ています。 

 

 

  

％

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で就労しており、産
休・育休・介護休業中では
ない

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で就労しているが、産
休・育休・介護休業中であ
る

パート・アルバイト等
（「フルタイム」以外の就
労）で就労しており、産
休・育休・介護休業中では
ない

パート・アルバイト等
（「フルタイム」以外の就
労）で就労しているが、産
休・育休・介護休業中であ
る

以前は就労していたが、現
在は就労していない

これまで就労したことがな
い

無回答

32.7

20.7

21.5

5.1

19.2

0.7

0.2

30.6

9.1

24.7

2.9

29.8

1.9

1.1

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,174）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,957）

％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育施設

事業所内保育施設

認可外保育施設（地方単独
保育施策）

認可外保育施設（企業主導
型保育事業）

その他の認可外保育施設

ファミリー・サポート・セ
ンター

ベビーシッター

その他

無回答

20.3

7.6

35.6

35.5

2.9

0.4

1.7

3.7

1.7

1.2

0.1

1.2

0.3

26.4

6.3

45.3

19.8

1.2

0.5

1.5

1.2

1.1

0.5

－

1.4

2.6

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 896）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,496）
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③ 平日に「定期的に」利用したいと考える教育・保育事業 

「認定こども園」の割合が46.9％と最

も高く、次いで「認可保育所」の割合が

43.1％、「幼稚園」の割合が32.4％となっ

ています。 

保育ニーズに応じた受け皿確保が必要

であることが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの年齢別に見た、平日に「定期的に」利用したいと考える教育・保育事業】 

年齢別にみると、０歳児で「認可保育所」の割合が高くなっています。 

保護者の就労状況に応じた多様なニーズに対応するため、低年齢児保育や認定こども園

化の検討が必要とされています。 
単位：％ 

 

回
答
者
数
（
件
） 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
保
育
施
設 

事
業
所
内
保
育
施
設 

認
可
外
保
育
施
設 

（
地
方
単
独
保
育
施
策
） 

認
可
外
保
育
施
設 

（
企
業
主
導
型
保
育
事
業
） 

そ
の
他
の
認
可
外
保
育
施
設 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー 

ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1,176 32.4  22.8  43.1  46.9  7.9  2.4  2.3  3.1  1.5  9.4  8.0  1.7  6.0  

０歳児 205 32.2  17.6  57.1  55.6  17.1  4.4  3.9  5.4  2.9  10.2  7.3  2.0  7.3  

１歳児 198 40.9  26.8  52.0  54.5  13.1  3.0  3.5  6.1  2.5  11.1  10.1  2.5  3.5  

２歳児 175 29.7  22.9  49.7  49.1  8.6  1.1  1.7  4.0  － 9.7  6.3  1.1  5.1  

３歳児 186 28.5  24.2  36.6  45.7  3.2  1.1  1.1  1.1  1.1  15.1  10.2  1.1  4.8  

４歳児 189 34.4  20.6  33.9  40.2  3.2  1.6  1.6  2.1  1.1  7.4  9.5  2.1  7.4  

５歳児 206 29.6  25.2  30.1  37.4  1.9  2.4  1.5  － 1.0  3.9  4.9  1.5  6.3  

 

  

回答者数 = 1,176 ％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育施設

事業所内保育施設

認可外保育施設

認可外保育施設（企業主導
型保育事業）

その他の認可外保育施設

ファミリー・サポート・セ
ンター

ベビーシッター

その他

無回答

32.4

22.8

43.1

46.9

7.9

2.4

2.3

3.1

1.5

9.4

8.0

1.7

6.0

0 20 40 60 80 100
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④ こども誰でも通園制度の利用希望 

「利用したい」の割合が43.6％と最も

高く、次いで「できれば利用したい」の

割合が30.8％、「利用したくない」の割合

が21.6％となっています。 

新規事業への関心の高まりが伺えます。 

 

 

⑤ 地域子育て支援拠点事業の利用状況 

「利用していない（利用したことはな

い）」の割合が69.7％、「利用している（利

用していた）」の割合が27.6％となってい

ます。 

地域子育て支援拠点事業の広報・啓発

による利用促進が必要です。 

 

 

 

【子どもの年齢別に見た、地域子育て支援拠点事業の利用状況】 

年齢別にみると、１歳児で「利用している（利用していた）」の割合が高くなっています。 

 
単位：％ 

 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
て
い
る
（
利
用

し
て
い
た
） 

そ
の
他
高
松
市
で
実
施

し
て
い
る
類
似
の
事
業 

利
用
し
て
い
な
い
（
利

用
し
た
こ
と
は
な
い
） 

無
回
答 

全  体 1,176 27.6  0.6  69.7  2.1  

０歳児 205 22.4  － 76.6  1.0  

１歳児 198 41.4  0.5  55.6  2.5  

２歳児 175 31.4  0.6  66.9  1.1  

３歳児 186 21.5  2.2  75.3  1.1  

４歳児 189 29.6  － 65.6  4.8  

５歳児 206 20.4  0.5  77.2  1.9  

  

回答者数 = 273 ％

利用したい

できれば利用したい

利用したくない

無回答

43.6

30.8

21.6

4.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,176 ％

利用している（利用してい
た）

その他高松市で実施してい
る類似の事業

利用していない（利用した
ことはない）

無回答

27.6

0.6

69.7

2.1

0 20 40 60 80 100
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⑥ 地域子育て支援拠点事業の今後の利用意向 

「今後も利用しない」の割合が53.7％

と最も高く、次いで「利用していないが、

今後利用したい」の割合が23.0％、「すで

に利用しているが、そのままでよい」の

割合が13.0％となっています。 

 

 

 

⑦ 今後利用したい子育て支援事業・サービス 

「通常保育事業」の割合が58.7％と最も高く、次いで「放課後児童クラブ（学童保育）」

の割合が40.0％、「延長保育事業」の割合が35.5％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「通常保育事業」「延長保育事業」「放課後児童クラブ（学

童保育）」「一時預かり事業」「病児・病後児保育事業」「地域子育て支援拠点事業」「児童館

事業」「子育てハンドブックたかまつ「らっこ」」等の割合が増加しています。 

子育て支援事業・サービスのニーズの多様化が伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,176 ％

利用していないが、今後利
用したい

すでに利用しているが、今
後利用日数を増やしたい

すでに利用しているが、そ
のままでよい

今後も利用しない

無回答

23.0

3.1

13.0

53.7

7.1

0 20 40 60 80 100

％

通常保育事業

延長保育事業

休日保育事業

夜間保育事業

放課後児童クラブ（学童保
育）

一時預かり事業

病児・病後児保育事業

ショートステイ事業

トワイライトステイ事業

ファミリー・サポート・セ
ンター事業

地域子育て支援拠点事業

こんにちは赤ちゃん事業
（新生児訪問・産婦訪問）

養育支援訪問事業

58.7

35.5

14.5

3.1

40.0

22.2

22.4

2.3

0.9

11.6

12.1

6.6

0.7

21.8

17.9

9.8

2.2

29.3

11.3

16.4

2.5

1.1

8.1

4.9

2.6

1.0

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,176）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,957）

％

産後ケア事業

はじめてのパパママ教室

幼稚園や保育所での園庭等
の開放事業

離乳食教室

子育てハンドブックたかま
つ「らっこ」

児童館事業

子育て総合情報サイト
「らっこネット」

特別支援教育・障がい児保
育

たかまつすくすくダイア
リー（電子母子健康手帳ア
プリ）

利用者支援事業（地域子育
て支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ）

たかまつホッとLINE

子育て世帯訪問支援事業

無回答

6.5

2.5

13.8

4.3

10.6

19.0

8.7

2.3

6.5

4.6

5.1

2.1

15.1

2.0

1.0

10.0

－

4.1

11.5

4.0

1.3

4.0

3.2

6.0

－

39.3

0 20 40 60 80 100
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⑧ 育児休業の取得状況 

母親では、「取得した（取得中である）」の割合が63.9％と最も高く、次いで「働いてい

なかった」の割合が27.0％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「取得した（取得中である）」の割合が増加しています。

一方、「働いていなかった」の割合が減少しています。 

父親では、「取得していない」の割合が77.0％と最も高く、次いで「取得した（取得中で

ある）」の割合が17.0％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「取得した（取得中である）」の割合が増加しています。

一方、「取得していない」の割合が減少しています。 

母親、父親ともに育児休業の取得が進んでいることが伺えます。 

 

【母親の取得状況】             【父親の取得状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

27.0

63.9

8.6

0.5

44.4

43.7

10.7

1.2

0 20 40 60 80 100
％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

0.8

17.0

77.0

5.3

1.1

1.7

88.8

8.4

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,176）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,957）

令和６年度調査

（回答者数 = 1,176）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,957）
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⑨ 育児休業を取得しなかった理由 

母親では、「子育てや家事に専念するため退職した」の割合が20.8％と最も高くなってい

ます。 

平成30年度調査と比較すると、「子育てや家事に専念するため退職した」の割合が減少し

ています。 

父親では、「仕事が忙しかった」の割合が35.8％と最も高く、次いで「職場に育児休業を

取りにくい雰囲気があった」の割合が30.7％、「配偶者が育児休業制度を利用した」の割合

が24.3％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」「仕事が

忙しかった」の割合が増加しています。一方、「配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもら

えるなど、制度を利用する必要がなかった」の割合が減少しています。 

社会全体で組織の就労環境の見直しを進めることが求められています。 

 

【母親の取得しなかった理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

職場に育児休業を取りにく
い雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復
帰したかった

仕事に戻るのが難しそう
だった

昇給・昇任などが遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦
しくなる

保育所（園）などに預ける
ことができた

配偶者が育児休業制度を利
用した

5.9

7.9

5.0

1.0

0.0

5.0

7.9

0.0

10.5

3.8

4.8

3.8

0.0

3.3

5.3

0.0

0 20 40 60 80 100
％

配偶者が無職、祖父母等の
親族にみてもらえるなど、
制度を利用する必要がな
かった

子育てや家事に専念するた
め退職した

職場に育児休業の制度がな
かった（就業規則に定めが
なかった）

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できること
を知らなかった

その他

無回答

5.9

20.8

7.9

3.0

1.0

25.7

22.8

1.9

27.3

11.0

6.2

2.9

11.5

31.1

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 101）

平成30年度調査

（回答者数 = 209）
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【父親の取得しなかった理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

職場に育児休業を取りにく
い雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復
帰したかった

仕事に戻るのが難しそう
だった

昇給・昇任などが遅れそう
だった

収入減となり、経済的に苦
しくなる

保育所（園）などに預ける
ことができた

配偶者が育児休業制度を利
用した

30.7

35.8

0.1

2.3

4.4

23.4

0.7

24.3

19.0

24.9

0.2

2.9

2.9

18.5

0.9

21.5

0 20 40 60 80 100
％

配偶者が無職、祖父母等の
親族にみてもらえるなど、
制度を利用する必要がな
かった

子育てや家事に専念するた
め退職した

職場に育児休業の制度がな
かった（就業規則に定めが
なかった）

有期雇用のため育児休業の
取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できること
を知らなかった

その他

無回答

10.8

0.1

6.9

0.1

1.8

6.5

19.6

22.2

0.1

5.8

0.2

0.3

3.1

27.8

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 905）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,738）
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⑩ 「子どもの権利条約」の認知度 

「知らない」の割合が42.3％と最も高

く、次いで「名前は知っているが内容は

知らない」の割合が37.3％、「名前も内容

も知っている」の割合が19.2％となって

います。 

「子どもの権利条約」についての周知、

啓発の不足が伺えます。 

 

 

 

 

⑪ 子どもの権利の中で特に大切だと思うこと 

「暴力や言葉で傷つけないこと」の割

合が82.7％と最も高く、次いで「家族が

仲良く一緒に過ごす時間をもつこと」の

割合が78.2％、「自分の考えを自由に言え

ること」の割合が78.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,176 ％

名前も内容も知っている

名前は知っているが内容は
知らない

知らない

無回答

19.2

37.3

42.3

1.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,176 ％

人種や性別、宗教などで差
別されないこと

障がいのある子が差別され
ないこと

子どもが知りたいことを隠
さないこと

暴力や言葉で傷つけないこ
と

家族が仲良く一緒に過ごす
時間をもつこと

自分の考えを自由に言える
こと

人と違う自分らしさが認め
られること

自分の秘密が守られること

自分のことは自分で決めら
れること

自由な時間をもつこと

自由な呼び掛けでグループ
を作り集まれること

必要な情報を知ることや、
参加する手助けを受けられ
る

無回答

70.5

70.0

41.0

82.7

78.2

78.1

72.4

53.8

64.2

53.8

28.4

49.6

2.2

0 20 40 60 80 100
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⑫ オレンジリボン（児童虐待防止のシンボルマーク）の認知度 

「知っている」の割合が30.3％、「知ら

ない」の割合が69.2％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「知っ

ている」の割合が増加していますが、更

なる周知、啓発が必要です。 

 

 

⑬ 児童相談所虐待対応ダイヤル 189（いちはやく）の認知度 

「知っている」の割合が28.8％、「知ら

ない」の割合が70.5％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「知っ

ている」の割合が増加していますが、更

なる周知、啓発が必要です。 

 

 

⑭ 香川県内の子どもに関する相談先の認知度 

『利用者支援事業（地域子育て支援コーディネーター）』『香川県子ども女性相談センタ

ー』の順で「知っている」の割合が高くなっています。一方、『子どもと家庭の電話相談（香

川県子ども女性相談センター）』『高松市こども女性相談課（高松市こども家庭センター）』

の順で「知らない」の割合が高くなっています。 

香川県内の子どもに関する相談先についての周知、啓発の不足が伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

知っている

知らない

無回答

30.3

69.2

0.5

22.1

77.3

0.6

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,176）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,957）

％

知っている

知らない

無回答

28.8

70.5

0.7

16.8

82.5

0.7

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,176）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,957）

知っている 知らない 無回答

回答者数 = 1,176

香川県子ども女性相談センター

高松市こども女性相談課
（高松市こども家庭センター）

利用者支援事業（地域
子育て支援コーディネーター）

子どもと家庭の電話相談
（香川県子ども女性相談センター）

44.9

33.2

51.4

29.6

53.4

65.1

46.6

68.4

1.7

1.8

2.0

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑮ 香川県内の子どもに関する相談先の利用状況 

『利用者支援事業（地域子育て支援コーディネーター）』で「利用したことがある」の割

合が高くなっています。一方、『香川県子ども女性相談センター』『高松市こども女性相談

課（高松市こども家庭センター）』『子どもと家庭の電話相談（香川県子ども女性相談セン

ター）』で「利用したことがない」の割合が高くなっています。 

香川県内の子どもに関する相談先について周知、啓発による利用促進が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯ 子どもの遊び場について望ましいと思うこと 

「近くの遊び場」の割合が54.8％と最

も高く、次いで「安心して遊べるところ」

の割合が49.1％、「雨の日に遊べる場所」

の割合が46.7％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「雨の日

に遊べる場所」の割合が増加しています。

一方、「安心して遊べるところ」「同じ歳

くらいの遊び仲間がいるところ」の割合

が減少しています。 

子どもの遊び場についてのニーズに対

応した環境整備が求められています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,176

香川県子ども女性相談センター

高松市こども女性相談課
（高松市こども家庭センター）

利用者支援事業（地域
子育て支援コーディネーター）

子どもと家庭の電話相談
（香川県子ども女性相談センター）

3.4

3.3

15.1

2.0

84.1

83.9

73.2

85.2

12.5

12.8

11.6

12.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用したことがある 利用したことがない 無回答

％

近くの遊び場

雨の日に遊べる場所

思い切り遊ぶために十分な
広さがあるところ

遊具などの種類が充実して
いるところ

犬や猫のフンがなく、不衛
生でないところ

日陰があるところ

緑などの自然が多いところ

安心して遊べるところ

同じ歳くらいの遊び仲間が
いるところ

その他

特に望むことはない

無回答

54.8

46.7

31.8

30.6

17.9

7.4

11.9

49.1

9.4

1.2

0.1

10.1

52.7

40.9

29.4

30.0

17.7

4.6

15.5

56.6

19.7

1.0

0.2

7.9

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,176）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,957）
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【子どもの年齢別に見た子どもの遊び場について望ましいと思うこと】 

年齢別にみると、０歳児と1歳児で「同じ歳くらいの遊び仲間がいるところ」の割合が高

くなっています。 

 
単位：％ 

 

回
答
者
数
（
件
） 

近
く
の
遊
び
場 

雨
の
日
に
遊
べ
る
場
所 

思
い
切
り
遊
ぶ
た
め
に
十

分
な
広
さ
が
あ
る
と
こ
ろ 

遊
具
な
ど
の
種
類
が
充
実

し
て
い
る
と
こ
ろ 

犬
や
猫
の
フ
ン
が
な
く
、

不
衛
生
で
な
い
と
こ
ろ 

日
陰
が
あ
る
と
こ
ろ 

緑
な
ど
の
自
然
が
多
い
と

こ
ろ 

安
心
し
て
遊
べ
る
と
こ
ろ 

同
じ
歳
く
ら
い
の
遊
び
仲

間
が
い
る
と
こ
ろ 

そ
の
他 

特
に
望
む
こ
と
は
な
い 

無
回
答 

全  体 1,176 54.8  46.7  31.8  30.6  17.9  7.4  11.9  49.1  9.4  1.2  0.1  10.1  

０歳児 205 53.2  42.9  30.2  26.8  16.6  11.7  11.2  53.7  15.6  1.0  － 10.2  

１歳児 198 53.5  46.5  30.8  25.8  20.7  6.1  14.1  48.0  15.2  0.5  － 10.6  

２歳児 175 54.3  53.1  30.9  31.4  17.1  5.1  10.3  44.6  5.7  1.7  － 12.6  

３歳児 186 55.4  50.5  36.6  31.7  19.4  5.4  12.4  51.6  4.8  2.2  － 7.5  

４歳児 189 51.3  49.2  33.9  36.5  17.5  8.5  9.5  45.5  6.3  1.1  0.5  9.5  

５歳児 206 59.7  39.8  29.1  32.5  17.0  6.8  13.1  51.0  7.8  1.0  － 10.2  

 

 

 

⑰ 子育てをする上で、気軽に相談できる人 

「祖父母等の親族」の割合が81.5％と

最も高く、次いで「友人や知人」の割合

が66.8％、「幼稚園や保育所の先生」の割

合が45.1％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「友人や

知人」の割合が減少しています。 

相談できない人もいるため、より多く

の相談先の情報提供が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

幼稚園や保育所の先生

民生委員・児童委員

子育て支援施設の職員（地
域子育て支援拠点、児童館
など）

市の相談窓口

その他

気軽に相談できる人はいな
い

無回答

81.5

66.8

6.5

45.1

0.0

9.4

1.3

2.6

4.2

0.9

84.0

80.1

9.9

48.9

0.3

8.3

0.8

1.8

2.4

0.4

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,176）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,957）
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【子どもの年齢別に見た子育てをする上で、気軽に相談できる人】 

年齢別にみると、０歳児から２歳児では、「子育て支援施設の職員（地域子育て支援拠点、

児童館など）」の割合が高くなっています。一方、３歳児から５歳児では「幼稚園や保育所

の先生」の割合が高くなっています。 

 
単位：％ 

 

回
答
者
数
（
件
） 

祖
父
母
等
の
親
族 

友
人
や
知
人 

近
所
の
人 

幼
稚
園
や
保
育
所
の
先

生 民
生
委
員
・
児
童
委
員 

子
育
て
支
援
施
設
の
職

員
（
地
域
子
育
て
支
援

拠
点
、
児
童
館
な
ど
） 

市
の
相
談
窓
口 

そ
の
他 

気
軽
に
相
談
で
き
る
人

は
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1,176 81.5  66.8  6.5  45.1  － 9.4  1.3  2.6  4.2  0.9  

０歳児 205 87.8  61.5  6.3  19.0  － 12.2  2.4  1.5  4.4  1.0  

１歳児 198 85.4  64.1  4.5  37.9  － 17.2  1.5  2.0  3.0  1.5  

２歳児 175 78.3  69.1  4.6  48.6  － 11.4  0.6  4.0  7.4  － 

３歳児 186 79.6  71.5  4.3  55.9  － 7.0  0.5  2.7  3.8  － 

４歳児 189 76.7  66.7  6.9  50.8  － 6.9  1.6  3.2  4.8  1.1  

５歳児 206 80.6  68.0  11.7  59.7  － 2.9  1.0  2.9  2.4  1.9  

、 

 

 

⑱ 子育てに関して、日ごろ悩んでいること、また気になること 

「子どもの性格や行動のこと」の割合

が35.8％と最も高く、次いで「子育てに

お金がかかること」の割合が30.6％、「子

どもの成長について」の割合が30.0％と

なっています。 

平成30年度調査と比較すると、「子ども

の成長について」「子育てにお金がかかる

こと」の割合が増加しています。一方、

「子どもの性格や行動のこと」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

  

％

子どもの遊ばせ方やしつけ
方がわからないこと

子育てについて家族の協力
が得られないこと

子どもの成長について

子どもの勉強や進学のこと

子どもの性格や行動のこと

子どもの友人のこと

子育てに関して相談できる
人が身近にいないこと

子育てにお金がかかること

食事や栄養に関すること

自分の行為が「児童虐待で
は？」と思うこと

その他

感じていない

無回答

24.6

4.7

30.0

23.4

35.8

2.9

2.6

30.6

24.7

3.0

2.6

12.0

4.1

25.9

5.2

24.9

23.0

40.9

4.8

1.8

22.2

24.2

5.4

2.9

13.3

3.9

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,176）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,957）
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⑲ 子育て（教育を含む）に関する情報をどのように入手しているか 

「友人、知人」の割合が59.2％と最も

高く、次いで「家族・親族」の割合が50.8％、

「インターネット（市ホームページ以外）」

の割合が50.6％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「インタ

ーネット（市ホームページ以外）」の割合

が増加しています。一方、「友人、知人」

の割合が減少しています。 

インターネット等による、より多くの

適切な情報提供が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

家族・親族

友人、知人

近隣の住民や民生委員な
ど地域の人

幼稚園や保育所の先生

市役所や市の機関への問
い合わせ

市の広報や冊子

テレビ、ラジオ、新聞

子育て雑誌・育児書

インターネット（市ホー
ムページ以外）

インターネット（市ホー
ムページ）

地域等で発行した子育て
情報誌

たかまつホッとLINE

たかまつすくすくダイア
リー（電子母子健康手帳
アプリ）

子育てサークル

その他

情報の入手先がわからな
い

無回答

50.8

59.2

1.8

33.7

1.2

7.1

8.5

8.0

50.6

3.1

3.9

0.2

0.9

0.9

4.0

1.1

8.2

50.3

66.1

1.1

34.0

0.7

8.2

12.1

9.6

38.2

3.5

5.0

0.3

－

1.5

1.4

1.6

12.1

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,176）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,957）
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⑳ 高松市は子育てしやすいまちだと思うか 

平成30年度調査と比較すると、「子育

てしやすいまちだと思う」「どちらかと言

えば子育てしやすいまちだと思う」を合

わせた“子育てしやすいまちだと思う”

の割合が減少し、75.8％となっています。

これは、第２期高松市子ども・子育て支

援推進計画の数値目標の90.0％を下回っ

ています。 

 

 

 

㉑ 子育てしやすいまちだと思わない理由 

「公園や児童館など子どもの遊び場が

少ない」の割合が50.4％と最も高く、次

いで「保育サービスが充実していない」

の割合が41.0％、「幼稚園、保育所などが

利用しづらい」の割合が31.0％となって

います。 

平成30年度調査と比較すると、「職場と

住居が遠い」の割合が増加しています。

一方、「交通機関が不便」「公園や児童館

など子どもの遊び場が少ない」の割合が

減少しています。 

子どもを安心して育てられる環境の整

備が求められています。 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年度調査

（回答者数 = 1,176）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,957）

％

住環境がよくない

自然環境がよくない

交通機関が不便

保育サービスが充実して
いない
幼稚園、保育所などが利
用しづらい

職場と住居が遠い

公園や児童館など子ども
の遊び場が少ない
近所づきあいや地域活動
が盛んではない
地域の子育てネットワー
クができていない
子育てに関する情報を得
にくい

事故や犯罪が多く危険

その他

無回答

6.7

6.0

28.7

41.0

31.0

12.7

50.4

16.4

11.2

22.0

12.7

25.4

1.9

9.7

9.0

37.8

36.3

33.8

7.2

61.2

19.4

13.3

22.3

17.3

18.7

1.4

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 268）

平成30年度調査

（回答者数 = 278）

％

子育てしやすいまちだと
思う

どちらかと言えば子育て
しやすいまちだと思う

どちらかと言えば子育て
しやすいまちだと思わな
い

子育てしやすいまちだと
思わない

無回答

13.9

61.9

16.2

6.6

1.4

20.5

64.2

11.0

3.2

1.1

0 20 40 60 80 100
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㉒ 子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるために高松市に期待すること 

「子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」の割合が49.4％と最も高く、

次いで「幼稚園や保育所にかかる費用負担を軽減してほしい」の割合が27.6％、「小学校低

学年の子どもを放課後に預けられる制度を拡充してほしい」の割合が25.7％となっていま

す。 

平成30年度調査と比較すると、「幼稚園や保育所にかかる費用負担を軽減してほしい」の

割合が増加しています。一方、「子どもを狙った犯罪を防止するための体制を強化してほし

い」の割合が減少しています。 

経済的支援や安全で安心な環境を整えるための取組が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

親子が安心して集まれる身
近な場を拡充してほしい

子育てについて相談・学習
したり情報を得られる機会
を充実させてほしい

０歳児保育、延長保育など
多様な保育サービスを充実
させてほしい

子連れでも出かけやすく楽
しめる場所を増やしてほし
い

乳幼児・母子医療の助成を
充実させてほしい

母子の健康保持増進のため
の母子保健サービスを充実
させてほしい

男女が共に子育てに参加す
る社会の環境づくりを推進
してほしい

交通安全のための教育や道
路・歩道の整備を推進して
ほしい

豊かな教育環境の整備、生
きる力を培う学校教育を推
進してほしい

小学校低学年の子どもを放
課後に預けられる制度を拡
充してほしい

幼稚園や保育所にかかる費
用負担を軽減してほしい

19.2

7.7

16.6

49.4

10.4

2.0

11.6

15.5

8.2

25.7

27.6

16.4

6.6

12.6

47.6

8.1

2.5

10.5

18.8

10.7

25.5

21.3

0 20 40 60 80 100
％

多子世帯の優先入居や広い
部屋の割り当てなど、住宅
面の配慮がほしい

残業時間の短縮や休暇の取
得促進など、企業に対して
職場環境の改善を働きかけ
てほしい

文化・スポーツ・自然体験
などの学校外活動を充実さ
せてほしい

子育てを負担に感じたとき
に、子どもを一時的に預
かってくれる制度を充実さ
せてほしい

安心して子どもが医療機関
にかかれる体制を整備して
ほしい

子どもを狙った犯罪を防止
するための体制を強化して
ほしい

児童虐待を防止する体制を
強化してほしい

子どもの貧困対策を充実さ
せてほしい

その他

無回答

2.3

16.3

6.0

9.8

5.1

10.4

2.3

4.3

2.6

8.9

1.4

17.5

7.5

7.7

9.8

17.2

5.4

3.9

2.6

9.4

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,176）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,957）
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【子どもの年齢別に見た、子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるために高松市に期待する

こと】 

年齢別にみると、０歳児で「０歳児保育、延長保育など多様な保育サービスを充実させ

てほしい」の割合が高くなっています。 

 
単位：％ 

 

回
答
者
数
（
件
） 

親
子
が
安
心
し
て
集
ま
れ
る
身
近

な
場
を
拡
充
し
て
ほ
し
い 

子
育
て
に
つ
い
て
相
談
・
学
習
し
た

り
情
報
を
得
ら
れ
る
機
会
を
充
実

さ
せ
て
ほ
し
い 

０
歳
児
保
育
、
延
長
保
育
な
ど
多
様

な
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
て

ほ
し
い 

子
連
れ
で
も
出
か
け
や
す
く
楽
し

め
る
場
所
を
増
や
し
て
ほ
し
い 

乳
幼
児
・
母
子
医
療
の
助
成
を
充
実

さ
せ
て
ほ
し
い 

母
子
の
健
康
保
持
増
進
の
た
め
の

母
子
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ

て
ほ
し
い 

男
女
が
共
に
子
育
て
に
参
加
す
る

社
会
の
環
境
づ
く
り
を
推
進
し
て

ほ
し
い 

交
通
安
全
の
た
め
の
教
育
や
道
路
・

歩
道
の
整
備
を
推
進
し
て
ほ
し
い 

豊
か
な
教
育
環
境
の
整
備
、
生
き
る

力
を
培
う
学
校
教
育
を
推
進
し
て

ほ
し
い 

小
学
校
低
学
年
の
子
ど
も
を
放
課

後
に
預
け
ら
れ
る
制
度
を
拡
充
し

て
ほ
し
い 

全  体 1,176 19.2  7.7  16.6  49.4  10.4  2.0  11.6  15.5  8.2  25.7  

０歳児 205 22.4  7.8  29.3  48.8  15.1  1.5  8.8  16.1  6.8  20.5  

１歳児 198 18.2  9.1  16.2  47.5  13.1  1.5  13.1  12.1  5.6  22.7  

２歳児 175 17.7  8.0  16.0  48.6  9.1  1.7  10.3  10.9  5.7  25.7  

３歳児 186 19.4  9.1  9.7  53.8  12.4  3.2  12.9  18.3  8.6  25.3  

４歳児 189 18.0  4.8  15.9  48.7  6.3  1.6  13.8  20.1  9.0  30.7  

５歳児 206 19.9  7.3  12.6  48.5  6.3  2.4  11.2  14.6  11.2  31.1  
 

 

幼
稚
園
や
保
育
所
に
か
か
る
費
用

負
担
を
軽
減
し
て
ほ
し
い 

多
子
世
帯
の
優
先
入
居
や
広
い
部

屋
の
割
り
当
て
な
ど
、
住
宅
面
の
配

慮
が
ほ
し
い 

残
業
時
間
の
短
縮
や
休
暇
の
取
得

促
進
な
ど
、
企
業
に
対
し
て
職
場
環

境
の
改
善
を
働
き
か
け
て
ほ
し
い 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
自
然
体
験
な
ど

の
学
校
外
活
動
を
充
実
さ
せ
て
ほ

し
い 

子
育
て
を
負
担
に
感
じ
た
と
き
に
、

子
ど
も
を
一
時
的
に
預
か
っ
て
く

れ
る
制
度
を
充
実
さ
せ
て
ほ
し
い 

安
心
し
て
子
ど
も
が
医
療
機
関
に

か
か
れ
る
体
制
を
整
備
し
て
ほ
し

い 子
ど
も
を
狙
っ
た
犯
罪
を
防
止
す

る
た
め
の
体
制
を
強
化
し
て
ほ
し

い 児
童
虐
待
を
防
止
す
る
体
制
を
強

化
し
て
ほ
し
い 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
を
充
実
さ
せ

て
ほ
し
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 27.6  2.3  16.3  6.0  9.8  5.1  10.4  2.3  4.3  2.6  8.9  

０歳児 37.1  2.4  12.2  3.4  9.3  6.3  12.7  1.5  3.9  1.5  4.9  

１歳児 39.9  2.0  17.7  4.0  11.1  4.0  6.6  2.0  5.1  3.5  10.1  

２歳児 31.4  2.3  15.4  4.6  12.0  4.6  12.0  4.0  4.6  2.9  12.6  

３歳児 24.7  2.7  16.1  4.8  10.8  10.2  11.3  － 2.7  1.6  7.5  

４歳児 21.2  3.2  17.5  6.9  11.1  4.2  9.0  1.6  3.2  4.2  7.4  

５歳児 12.6  1.0  19.9  12.1  5.8  1.9  9.2  4.4  5.8  2.4  11.2  
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（２）ニーズ調査 小学生保護者 

① 母親の就労状況 

「フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で就労しており、産休・

育休・介護休業中ではない」の割合が

41.2％と最も高く、次いで「パート・ア

ルバイト等（「フルタイム」以外の就労）

で就労しており、産休・育休・介護休業

中ではない」の割合が38.8％、「以前は就

労していたが、現在は就労していない」

の割合が15.9％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

専業主婦の母親が減少していることが

伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で就労しており、産
休・育休・介護休業中では
ない

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で就労しているが、産
休・育休・介護休業中であ
る

パート・アルバイト等
（「フルタイム」以外の就
労）で就労しており、産
休・育休・介護休業中では
ない

パート・アルバイト等
（「フルタイム」以外の就
労）で就労しているが、産
休・育休・介護休業中であ
る

以前は就労していたが、現
在は就労していない

これまで就労したことがな
い

無回答

41.2

1.8

38.8

0.5

15.9

1.1

0.6

37.4

0.9

38.3

1.2

19.8

1.5

1.0

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 793）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,432）
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② 父親の就労状況 

「フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で就労しており、産休・

育休・介護休業中ではない」の割合が

96.0％と最も高くなっています。 

平成30年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で就労しており、産
休・育休・介護休業中では
ない

フルタイム（１週５日程
度・１日８時間程度の就
労）で就労しているが、産
休・育休・介護休業中であ
る

パート・アルバイト等
（「フルタイム」以外の就
労）で就労しており、産
休・育休・介護休業中では
ない

パート・アルバイト等
（「フルタイム」以外の就
労）で就労しているが、産
休・育休・介護休業中であ
る

以前は就労していたが、現
在は就労していない

これまで就労したことがな
い

無回答

96.0

0.3

0.9

0.0

0.8

0.0

2.0

95.1

0.5

0.8

0.0

1.0

0.0

2.6

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 743）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,328）
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③ 子どもの安全を守るために、特に重要と思うこと 

「歩行者や自転車のための交通安全

施設（ガードレール･歩道）の整備」の割

合が48.0％と最も高く、次いで「地域ぐ

るみのパトロールなど子どもを犯罪から

守るための取組」、「ネットトラブルに巻

き込まれないための情報モラル教育」の

割合が41.4％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「地域の

交通安全活動の充実・強化」「歩行者や自

転車のための交通安全施設（ガードレー

ル･ 歩道）の整備」の割合が増加してい

ます。一方、「犯罪にあいそうになった時

の対応についての教育」の割合が減少し

ています。 

子どもの安全を確保するための対策や

安全で安心な環境を整えるための取組が

求められています。 

 

 

 

 

 

 

④ 「子どもの権利条約」の認知度 

「名前は知っているが内容は知らない」

の割合が45.0％と最も高く、次いで「知

らない」の割合が39.2％、「名前も内容も

知っている」の割合が15.6％となってい

ます。 

「子どもの権利条約」についての周知、

啓発の不足が伺えます。 

 

 

 

  

回答者数 = 802 ％

名前も内容も知っている

名前は知っているが内容は
知らない

知らない

無回答

15.6

45.0

39.2

0.2

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 802）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,440）

％

地域の交通安全活動の充
実・強化

歩行者や自転車のための交
通安全施設（ガードレール･
歩道）の整備

地域ぐるみのパトロールな
ど子どもを犯罪から守るた
めの取組

子どもの遊び場の安全対策

不審者の進入防止など、学
校の安全対策

犯罪にあいそうになった時
の対応についての教育

非常変災時などの安全対策

ネットトラブルに巻き込ま
れないための情報モラル教
育

その他

無回答

39.8

48.0

41.4

27.4

20.7

32.8

13.1

41.4

2.6

6.0

34.2

41.4

45.0

27.2

20.0

39.3

16.6

37.6

2.2

9.0

0 20 40 60 80 100
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⑤ 子どもの権利の中で特に大切だと思うこと 

「暴力や言葉で傷つけないこと」の割

合が75.3％と最も高く、次いで「自分の

考えを自由に言えること」の割合が

67.1％、「人と違う自分らしさが認められ

ること」の割合が63.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ オレンジリボン（児童虐待防止のシンボルマーク）の認知度 

「知っている」の割合が32.5％、「知ら

ない」の割合が66.5％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「知っ

ている」の割合が増加していますが、更

なる周知、啓発が必要です。 

 

  

回答者数 = 802 ％

人種や性別、宗教などで差
別されないこと

障がいのある子が差別され
ないこと

子どもが知りたいことを隠
さないこと

暴力や言葉で傷つけないこ
と

家族が仲良く一緒に過ごす
時間をもつこと

自分の考えを自由に言える
こと

人と違う自分らしさが認め
られること

自分の秘密が守られること

自分のことは自分で決めら
れること

自由な時間をもつこと

自由な呼び掛けでグループ
を作り集まれること

必要な情報を知ることや、
参加する手助けを受けられ
ること

無回答

55.7

57.7

23.3

75.3

61.3

67.1

63.7

41.1

52.1

36.7

15.5

41.0

1.2

0 20 40 60 80 100

％

知っている

知らない

無回答

32.5

66.5

1.0

23.3

76.6

0.1

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 802）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,440）
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⑦ 児童相談所虐待対応ダイヤル 189（いちはやく）の認知度 

「知っている」の割合が31.3％、「知ら

ない」の割合が68.0％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「知っ

ている」の割合が増加していますが、更

なる周知、啓発が必要です。 

 

 

⑧ 身近なところで、児童の虐待を見たり聞いたりしたことの有無 

「ない」の割合が80.7％と最も高く、

次いで「虐待かどうか分からないが、お

かしいなと思ったことがある」の割合が

14.1％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

児童の虐待に対する対応方法の周知が

必要です。 

 

 

 

⑨ 香川県内の子どもに関する相談先の認知度 

『香川県子ども女性相談センター』で「知っている」の割合が高くなっています。一方、

『利用者支援事業（地域子育て支援コーディネーター）』で「知らない」の割合が高くなっ

ています。 

香川県内の子どもに関する相談先についての周知、啓発の不足が伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

知っている

知らない

無回答

31.3

68.0

0.7

17.4

82.3

0.3

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 802）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,440）

％

ある

虐待かどうか分からない
が、おかしいなと思ったこ
とがある

ない

無回答

4.4

14.1

80.7

0.9

4.2

11.9

83.1

0.8

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 802）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,440）

知っている 知らない 無回答

回答者数 = 802

香川県子ども女性相談センター

高松市こども女性相談課
（高松市こども家庭センター）

利用者支援事業（地域
子育て支援コーディネーター）

子どもと家庭の電話相談
（香川県子ども女性相談センター）

52.9

41.3

34.4

39.8

45.8

57.2

64.2

58.6

1.4

1.5

1.4

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%



     

 
45 

 

⑩ 香川県内の子どもに関する相談先の利用状況 

『利用者支援事業（地域子育て支援コーディネーター）』で「利用したことがある」の割

合が高くなっています。一方、『子どもと家庭の電話相談（香川県子ども女性相談センター）』

で「利用したことがない」の割合が高くなっています。 

香川県内の子どもに関する相談先について周知、啓発による利用促進が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 今後、お子さんの成長過程で、必要と思われる取組 

「性についての正しい情報の提供」の

割合が56.6％と最も高く、次いで「生命

の尊さについての学習」の割合が54.4％、

「体験学習（社会体験、自然体験など）」

の割合が40.6％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「性に

ついての正しい情報の提供」の割合が増

加しています。一方、「生命の尊さについ

ての学習」「様々な大人や高齢者との交流」

「地域でのボランティア活動」「防災教育」

の割合が減少しています。 

生命の大切さや社会での活躍に向けた

学びの機会を充実させることが求められ

ています。 

 

 

  

利用したことがある 利用したことがない 無回答

回答者数 = 802

香川県子ども女性相談センター

高松市こども女性相談課
（高松市こども家庭センター）

利用者支援事業（地域
子育て支援コーディネーター）

子どもと家庭の電話相談
（香川県子ども女性相談センター）

5.2

5.2

6.2

3.2

85.3

85.3

84.3

87.4

9.5

9.5

9.5

9.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

％

生命の尊さについての学習

健康・食生活についての学
習

飲酒、喫煙、薬物の害につ
いての学習

性についての正しい情報の
提供

乳幼児や低学年児童との交
流

様々な大人や高齢者との交
流

地域でのボランティア活動

防災教育

体験学習（社会体験、自然
体験など）

その他

特に必要と思わない

無回答

54.4

29.8

34.3

56.6

3.7

9.5

7.5

24.6

40.6

1.9

0.1

8.1

69.4

27.3

35.2

49.2

5.3

15.4

14.2

30.2

44.9

2.4

0.4

0.8

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 802）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,440）
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⑫ 子どもの遊び場について望ましいと思うこと 

「近くの遊び場」の割合が62.3％と最

も高く、次いで「安心して遊べるところ」

の割合が61.1％、「思い切り遊ぶために十

分な広さがあるところ」の割合が39.4％

となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「雨の

日に遊べる場所」「日陰があるところ」の

割合が増加しています。一方、「緑などの

自然が多いところ」「安心して遊べるとこ

ろ」「同じ歳くらいの遊び仲間がいるとこ

ろ」の割合が減少しています。 

子どもの遊び場についてのニーズに対

応した環境整備が求められています。 

 

 

 

⑬ 子育てをする上で、気軽に相談できる人 

「祖父母等の親族」の割合が73.4％と

最も高く、次いで「友人や知人」の割合

が69.6％、「学校の先生」の割合が19.1％

となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「友人や

知人」の割合が減少しています。 

相談できない人もいるため、より多く

の相談先の情報提供が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前回調査では、「学校の先生」の選択肢はありませんでした。 

  

％

近くの遊び場

雨の日に遊べる場所

思い切り遊ぶために十分な
広さがあるところ

遊具などの種類が充実して
いるところ

犬や猫のフンがなく、不衛
生でないところ

日陰があるところ

緑などの自然が多いところ

安心して遊べるところ

同じ歳くらいの遊び仲間が
いるところ

その他

特に望むことはない

無回答

62.3

35.2

39.4

20.3

12.7

10.5

11.2

61.1

20.0

1.7

0.6

3.0

59.7

29.2

39.5

16.0

14.6

4.9

16.4

69.8

25.9

1.2

0.4

0.3

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 802）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,440）

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

学校の先生

子育て支援施設の職員( 地
域子育て支援拠点、児童館
など）

民生委員・児童委員

市の相談窓口

その他

気軽に相談できる人はいな
い

無回答

73.4

69.6

10.1

19.1

3.0

0.0

1.0

3.9

6.2

0.7

76.7

78.9

12.8

－

1.1

0.1

0.4

3.7

5.0

0.3

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 802）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,440）
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⑭ 高松市は子育てしやすいまちだと思うか 

平成30年度調査と比較すると、「子育て

しやすいまちだと思う」「どちらかと言え

ば子育てしやすいまちだと思う」を合わ

せた“子育てしやすいまちだと思う”の

割合が減少し、75.4％となっています。

これは、第２期高松市子ども・子育て支

援推進計画の数値目標の85.5％を下回っ

ています。 

 

 

 

 

 

⑮ 子育てしやすいまちだと思わない理由 

「公園や児童館など子どもの遊び場が

少ない」の割合が57.4％と最も高く、次

いで「交通機関が不便」の割合が37.9％、

「保育サービスが充実していない」の割

合が27.4％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、「交通機

関が不便」「公園や児童館など子どもの遊

び場が少ない」「事故や犯罪が多く危険」

の割合が減少しています。 

子どもを安心して育てられる環境の整

備が求められています。 

 

 

 

 

 

  

％

子育てしやすいまちだと
思う

どちらかと言えば子育て
しやすいまちだと思う

どちらかと言えば子育て
しやすいまちだと思わな
い

子育てしやすいまちだと
思わない

無回答

14.1

61.3

18.7

5.0

0.9

21.3

61.5

13.1

4.0

0.3

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 802）

平成30年度調査

（回答者数 = 1,440）

％

住環境がよくない

自然環境がよくない

交通機関が不便

保育サービスが充実して
いない
幼稚園、保育所などが利
用しづらい

職場と住居が遠い

公園や児童館など子ども
の遊び場が少ない
近所づきあいや地域活動
が盛んではない
地域の子育てネットワー
クができていない
子育てに関する情報を得
にくい

事故や犯罪が多く危険

その他

無回答

6.3

7.4

37.9

27.4

14.2

8.9

57.4

14.7

16.3

22.1

7.9

19.5

0.5

9.0

11.4

47.3

25.3

18.0

9.4

66.1

17.1

15.1

20.8

19.2

23.7

0.4

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 190）

平成30年度調査

（回答者数 = 245）
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（３）ニーズ調査 若者 

① 現在の就労状況 

「勤めている（正社員）」の割合が

55.6％と最も高く、次いで「勤めている

（契約社員、派遣社員又はパート・アル

バイト）」の割合が18.2％、「学生（予備

校生を含む）」の割合が10.0％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 現在の雇用形態について不安なこと 

「収入が少ない」の割合が54.9％と最

も高く、次いで「立場が不安定」の割合

が26.5％、「不安なことは無い」の割合が

24.5％となっています。 

若者の経済的基盤の安定と雇用対策が

必要です。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 102 ％

立場が不安定

収入が少ない

スキルアップが困難

金融機関等の信用を受けに
くい

周りからの評価や視線が厳
しい

その他

不安なことは無い

無回答

26.5

54.9

9.8

8.8

10.8

1.0

24.5

2.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 561 ％

勤めている（正社員）

勤めている（契約社員、派
遣社員又はパート・アルバ
イト）

自営業・自由業

専業主婦・主夫又は家事手
伝い

学生（予備校生を含む）

その他

派遣会社などに登録してい
るが、現在は働いていない

無職

無回答

55.6

18.2

3.0

5.5

10.0

3.2

0.4

2.7

1.4

0 20 40 60 80 100
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③ 結婚して家庭を持ちたいと思うか 

「はい」の割合が64.1％、「いいえ」の

割合が28.6％となっています。 

 

 

 

 

 

④ 現在結婚について抱いている不安 

「適当な相手にめぐりあえるか」の割

合が65.7％と最も高く、次いで「経済的

な面」の割合が57.2％、「自分の自由な時

間をもてるか」の割合が41.0％となって

います。 

適切な相手との出会いや経済的な不安

が結婚をためらわせる要因となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 少子化対策のうち、若い世代への取組について、あなたが重要だと思う取組 

「結婚、妊娠・出産、子育てに夢を持

てる環境づくり」の割合が76.1％と最も

高く、次いで「若者の経済的基盤の安定

と雇用対策」の割合が72.4％、「結婚に対

する取組支援」の割合が27.1％となって

います。 

経済的基盤の安定と新生活のスタート

アップ支援が求められています。 

  

回答者数 = 259 ％

はい

いいえ

無回答

64.1

28.6

7.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 166 ％

適当な相手にめぐりあえる
か

経済的な面

自分の自由な時間をもてる
か

家族を持つ責任が重いこと

家事の分担について

自分の雇用が安定しないこ
と

仕事（学業）と両立できる
か

親や周囲が同意しないこと

同性間の婚姻が法的に認め
られていないこと

その他

無回答

65.7

57.2

41.0

28.9

17.5

11.4

29.5

4.8

3.6

1.2

1.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 561 ％

結婚、妊娠・出産、子育て
に夢を持てる環境づくり

結婚に対する取組支援

若者の経済的基盤の安定と
雇用対策

若い世代の移住・定住支援

その他

分からない・どれも重要だ
と思わない

無回答

76.1

27.1

72.4

19.4

6.2

3.6

0.9

0 20 40 60 80 100
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⑥ ふだんの外出頻度 

「仕事や学校で平日は毎日外出する」

の割合が77.7％と最も高くなっています。 

一方、「自室からは出るが、家からは出

ない」の割合が0.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 外出しない状態となっている期間 

「１年～３年未満」の割合が25.0％と

最も高く、次いで「６か月未満」、「６か

月～１年未満」の割合が23.1％となって

います。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 561 ％

仕事や学校で平日は毎日外
出する

仕事や学校で週に３～４日
外出する

遊び等で頻繁に外出する

人づきあいのために、とき
どき外出する

ふだんは家にいるが、自分
の趣味に関する用事のとき
だけ外出する

ふだんは家にいるが、近所
のスーパーやコンビニなど
には出かける

自室からは出るが、家から
は出ない

自室からほとんど出ない

無回答

77.7

6.1

3.4

2.3

3.0

5.9

0.4

0.0

1.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 52 ％

６か月未満

６か月～１年未満

１年～３年未満

３年～５年未満

５年～７年未満

７年以上

無回答

23.1

23.1

25.0

9.6

0.0

19.2

0.0

0 20 40 60 80 100
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⑧ 外出しない状態となった理由（複数回答） 

「妊娠した」の割合が25.0％と最も高

く、次いで「病気」の割合が23.1％、「就

職活動がうまくいかなかった」の割合が

21.2％となっています。 

ひきこもりに陥らないように、理由に

応じた対応策を講じる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 52 ％

不登校（小学校・中学校・
高校）

大学になじめなかった

受験に失敗した（高校・大
学）

就職活動がうまくいかな
かった

職場になじめなかった

人間関係がうまくいかな
かった

病気

妊娠した

その他

無回答

11.5

3.8

1.9

21.2

5.8

15.4

23.1

25.0

26.9

13.5

0 20 40 60 80 100
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⑨ あなた自身について 

『Ｑ．理由があるなら家や自室に閉じこもるのは仕方がないと思う』で「はい」の割合

が高くなっています。また、『Ｒ．自殺を考えたことがある』で「はい」、「どちらかといえ

ばはい」の割合はあわせて33.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 561

Ａ．自分に自信がある

Ｂ．いろいろなことに積極的に
　　挑戦することができる

Ｃ．自分のことが好き

Ｄ．社会のために役に立つ
　　ことをしたい

Ｅ．自分の目標はなんとしてでも
　　叶えたい

Ｆ．自分の欠点や失敗を少し
　　でも悪く言われると、
　　ひどく動揺する

Ｇ．人といると、馬鹿にされたり
　　軽く扱われはしないかと
　　不安になる

Ｈ．大事なことを自分ひとりで
　　決めてしまうのは不安だ

Ｉ．人とのつきあい方が不器用
　　なのではないかと悩む

Ｊ．自分の感情を表に出すのが
　　苦手だ

Ｋ．周りの人ともめごとが
　　起こったとき、どうやって
　　解決したらいいかわからない
Ｌ．たとえ親であっても自分の
　　やりたいことに口出し
　　しないでほしい

Ｍ．自分の生活のことで人から
　　干渉されたくない

Ｎ．家や自室に閉じこもっていて
　　外に出ない人たちの気持ちが
　　わかる

Ｏ．家や自室に閉じこもりたいと
　　思うことがある

Ｐ．嫌な出来事があると、外に
　　出たくなくなる

Ｑ．理由があるなら家や自室に
　　閉じこもるのは仕方がない
　　と思う

Ｒ．自殺を考えたことがある

11.6

18.4

20.5

32.8

19.1

25.3

16.6

29.1

26.7

18.9

11.9

28.5

34.8

24.1

21.4

23.0

38.3

18.7

32.8

35.3

43.7

48.7

51.2

35.7

27.8

35.5

30.1

29.9

28.0

43.0

48.0

31.0

20.5

23.0

42.2

15.2

34.9

32.8

21.7

12.3

21.4

26.0

31.0

21.2

24.2

27.3

38.9

19.6

12.3

25.0

25.5

25.5

11.9

11.2

18.9

12.1

12.7

4.8

6.8

11.4

23.2

13.0

17.6

22.5

19.8

7.5

3.6

18.5

31.2

26.9

5.9

53.5

1.8

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.4

1.2

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.6

1.6

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい どちらかといえばはい

どちらかといえばいいえ いいえ

無回答
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⑩ 高松市が取り組む青少年や若者の政策に望むこと 

「経済的な困難を抱えている家庭を支援する」の割合が35.5％と最も高く、次いで「い

じめや虐待などの悩みを相談できる窓口を充実させ、支援する」の割合が33.7％、「放課後

などに気軽に行ける安全な居場所を提供する」の割合が31.2％となっています。 

若者の経済的基盤の安定と相談先や適切な情報提供が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 561 ％

青少年や若者が参加できる
イベントや意見を発表でき
る機会をつくり、情報を提
供する

地域活動や体験活動などの
社会参加を通じて、家庭・
学校・地域がともに青少年
を育成するまちづくりをす
る

青少年や若者中心のイベン
トやボランティアなどの自
主的な活動を支援する

子どもから大人まで、青少
年活動のリーダーとなる人
を養成する

経済的な困難を抱えている
家庭を支援する

いじめや虐待などの悩みを
相談できる窓口を充実さ
せ、支援する

放課後などに気軽に行ける
安全な居場所を提供する

多様な授業（国際交流等）
を取り入れるなど、学校教
育を充実させる

薬物やたばこなどの有害な
ものから子どもたちを守
り、非行や犯罪防止につと
める

10.7

15.5

7.7

3.4

35.5

33.7

31.2

11.2

10.3

0 20 40 60 80 100
％

インターネットの適正な利
用について学ぶ機会を充実
させる

就職に向けた相談やサポー
ト体制を充実させる

性の悩み相談など、思春期
の子どもを支援する

結婚相談所や出会いの場の
提供など、若者が結婚しや
すい環境をつくる

ヤングケアラーの子どもた
ちを支援する

ニートや引きこもりに関す
る相談や支援を充実させる

その他

特にない

無回答

16.6

18.5

6.1

13.4

17.5

7.1

2.1

5.9

4.5

0 20 40 60 80 100
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⑪ あなたは、今、自分が幸せだと思うか 

「そう思う」の割合が49.6％と最も高

く、次いで「どちらかといえば、そう思

う」の割合が38.1％となっています。 

 

 

  

回答者数 = 561 ％

そう思う

どちらかといえば、そう
思う
どちらかといえば、そう
思わない

そう思わない

無回答

49.6

38.1

7.3

3.0

2.0

0 20 40 60 80 100
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（４）生活状況調査 小学生・中学生・高校生保護者 

① 過去１年の間に、お金が足りなくて、必要とする食料が買えないことの有無 

（小学生保護者） 

「まったくなかった」の割合が87.4％

と最も高くなっています。 

一方で、「よくあった」「ときどきあっ

た」を合わせた割合が6.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

（中学生保護者） 

「まったくなかった」の割合が87.7％

と最も高くなっています。 

一方で、「よくあった」「ときどきあっ

た」を合わせた割合が6.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

（高校生保護者） 

「まったくなかった」の割合が82.1％

と最も高くなっています。 

一方で、「よくあった」「ときどきあっ

た」を合わせた割合が8.1％となっていま

す。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 424 ％

よくあった

ときどきあった

まれにあった

まったくなかった

無回答

0.9

5.4

5.4

87.7

0.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 427 ％

よくあった

ときどきあった

まれにあった

まったくなかった

無回答

2.3

4.0

5.9

87.4

0.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 380 ％

よくあった

ときどきあった

まれにあった

まったくなかった

無回答

1.3

6.8

9.5

82.1

0.3

0 20 40 60 80 100
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② 過去１年の間に、お金が足りなくて、必要とする衣服が買えないことの有無 

（小学生保護者） 

「まったくなかった」の割合が85.7％

と最も高くなっています。 

一方で、「よくあった」「ときどきあっ

た」を合わせた割合が7.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

（中学生保護者） 

「まったくなかった」の割合が84.9％

と最も高くなっています。 

一方で、「よくあった」「ときどきあっ

た」を合わせた割合が6.6％となっていま

す。 

 

 

 

 

（高校生保護者） 

「まったくなかった」の割合が77.6％

と最も高く、次いで「まれにあった」の

割合が10.0％となっています。 

一方で、「よくあった」「ときどきあっ

た」を合わせた割合が12.1％となってい

ます。 

 

 

 

  

回答者数 = 424 ％

よくあった

ときどきあった

まれにあった

まったくなかった

無回答

2.4

4.2

8.0

84.9

0.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 427 ％

よくあった

ときどきあった

まれにあった

まったくなかった

無回答

2.6

4.7

6.6

85.7

0.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 380 ％

よくあった

ときどきあった

まれにあった

まったくなかった

無回答

3.7

8.4

10.0

77.6

0.3

0 20 40 60 80 100
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③ 過去１年の間に、経済的な理由で公共料金が未払いになったことの有無 

（小学生保護者） 

「あてはまるものはない」の割合が

95.3％と最も高くなっています。 

一方で、「電気料金」「ガス料金」「水道

料金」を合わせた“公共料金が未払いと

なったことのある”割合が7.0％となって

います。 

 

 

 

 

（中学生保護者） 

「あてはまるものはない」の割合が

96.9％と最も高くなっています。 

一方で、「電気料金」「ガス料金」「水道

料金」を合わせた“公共料金が未払いと

なったことのある”割合が4.0％となって

います。 

 

 

 

 

（高校生保護者） 

「あてはまるものはない」の割合が

94.7％と最も高くなっています。 

一方で、「電気料金」「ガス料金」「水道

料金」を合わせた“公共料金が未払いと

なったことのある”割合が10.2％となっ

ています。 

 

 

 

 

  

回答者数 = 424 ％

電気料金

ガス料金

水道料金

あてはまるものはない

無回答

1.4

1.4

1.2

96.9

0.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 427 ％

電気料金

ガス料金

水道料金

あてはまるものはない

無回答

3.0

1.9

2.1

95.3

0.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 380 ％

電気料金

ガス料金

水道料金

あてはまるものはない

無回答

4.7

2.6

2.9

94.7

0.5

0 20 40 60 80 100
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④ これまでに利用したことがある制度 

（小学生保護者） 

「子どもの医療費助成」の割合が54.8％と最も高く、次いで「子どもの一時預かり（放

課後児童クラブ、幼稚園や保育所の延長保育等を含む。）」の割合が38.9％、「保育所や幼稚

園の利用料の減額や免除」の割合が23.0％となっています。 

各種支援制度の利用がより促進されるよう、適切な情報提供が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 427 ％

専門の相談員やスクール
ソーシャルワーカー等への
相談

保育所や幼稚園の利用料の
減額や免除

小中学校の就学援助、就学
奨励費、高等学校の授業料
支援

修学資金等の貸付、奨学金

住宅をさがしたり、住宅費
を軽減される援助

生活保護

児童扶養手当や障害・難病
の手当（特別児童扶養手当
等）

就労のための給付金（自立
支援教育訓練給付金、高等
職業訓練促進給付金等）

ハロワーク等での就労サ
ポート

14.5

23.0

20.6

4.0

3.3

0.5

20.1

2.8

18.0

0 20 40 60 80 100
％

無料または低料金で利用で
きる食事支援（子ども食堂
等）

無料または低料金で利用で
きる家庭教師、学習支援

公的機関窓口（市役所、町
役場、福祉事務所、児童相
談所等）での相談

公的機関の電話、メール、
SNS での相談

子どもの一時預かり（放課
後児童クラブ、幼稚園や保
育所の延長保育等を含
む。）

病児・病後児保育

ホームヘルパーによる一時
的な育児・家事の援助（子
育てホームヘルプサービ
ス）

子どもの医療費助成

無回答

5.2

0.7

6.8

2.6

38.9

13.3

0.7

54.8

18.5

0 20 40 60 80 100
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（中学生保護者） 

「子どもの医療費助成」の割合が57.5％と最も高く、次いで「子どもの一時預かり（放

課後児童クラブ、幼稚園や保育所の延長保育等を含む。）」の割合が36.6％、「小中学校の就

学援助、就学奨励費、高等学校の授業料支援」の割合が25.7％となっています。 

各種支援制度の利用がより促進されるよう、適切な情報提供が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

無料または低料金で利用で
きる食事支援（子ども食堂
等）

無料または低料金で利用で
きる家庭教師、学習支援

公的機関窓口（市役所、町
役場、福祉事務所、児童相
談所等）での相談

公的機関の電話、メール、
SNS での相談

子どもの一時預かり（放課
後児童クラブ、幼稚園や保
育所の延長保育等を含
む。）

病児・病後児保育

ホームヘルパーによる一時
的な育児・家事の援助（子
育てホームヘルプサービ
ス）

子どもの医療費助成

無回答

3.1

2.1

8.3

3.1

36.6

13.0

1.2

57.5

20.3

0 20 40 60 80 100
回答者数 = 424 ％

専門の相談員やスクール
ソーシャルワーカー等への
相談

保育所や幼稚園の利用料の
減額や免除

小中学校の就学援助、就学
奨励費、高等学校の授業料
支援

修学資金等の貸付、奨学金

住宅をさがしたり、住宅費
を軽減される援助

生活保護

児童扶養手当や障害・難病
の手当（特別児童扶養手当
等）

就労のための給付金（自立
支援教育訓練給付金、高等
職業訓練促進給付金等）

ハロワーク等での就労サ
ポート

19.1

16.3

25.7

5.2

1.4

0.7

18.4

3.5

18.9

0 20 40 60 80 100
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（高校生保護者） 

「子どもの医療費助成」の割合が53.7％と最も高く、次いで「小中学校の就学援助、就

学奨励費、高等学校の授業料支援」の割合が33.7％、「子どもの一時預かり（放課後児童ク

ラブ、幼稚園や保育所の延長保育等を含む。）」の割合が28.9％となっています。 

各種支援制度の利用がより促進されるよう、適切な情報提供が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

無料または低料金で利用
できる食事支援（子ども
食堂等）

無料または低料金で利用
できる家庭教師、学習支
援

公的機関窓口（市役所、
町役場、福祉事務所、児
童相談所等）での相談

公的機関の電話、メー
ル、SNS での相談

子どもの一時預かり（放
課後児童クラブ、幼稚園
や保育所の延長保育等を
含む。）

病児・病後児保育

ホームヘルパーによる一
時的な育児・家事の援助
（子育てホームヘルプ
サービス）

子どもの医療費助成

無回答

2.6

1.8

7.9

2.4

28.9

9.7

0.8

53.7

19.5

0 20 40 60 80 100
回答者数 = 380 ％

専門の相談員やスクール
ソーシャルワーカー等へ
の相談

保育所や幼稚園の利用料
の減額や免除

小中学校の就学援助、就
学奨励費、高等学校の授
業料支援

修学資金等の貸付、奨学
金

住宅をさがしたり、住宅
費を軽減される援助

生活保護

児童扶養手当や障害・難
病の手当（特別児童扶養
手当等）

就労のための給付金（自
立支援教育訓練給付金、
高等職業訓練促進給付金
等）

ハロワーク等での就労サ
ポート

14.7

16.1

33.7

8.9

3.7

1.6

19.5

2.6

13.2

0 20 40 60 80 100
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⑤ 利用してよかった制度 

（小学生保護者） 

「子どもの医療費助成」の割合が63.5％と最も高く、次いで「子どもの一時預かり（放

課後児童クラブ、幼稚園や保育所の延長保育等を含む。）」の割合が42.8％、「保育所や幼稚

園の利用料の減額や免除」の割合が27.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

無料または低料金で利用で
きる食事支援（子ども食堂
等）

無料または低料金で利用で
きる家庭教師、学習支援

公的機関窓口（市役所、町
役場、福祉事務所、児童相
談所等）での相談

公的機関の電話、メール、
SNS での相談

子どもの一時預かり（放課
後児童クラブ、幼稚園や保
育所の延長保育等を含
む。）

病児・病後児保育

ホームヘルパーによる一時
的な育児・家事の援助（子
育てホームヘルプサービ
ス）

子どもの医療費助成

無回答

5.2

0.6

4.0

0.9

42.8

13.2

0.6

63.5

9.5

0 20 40 60 80 100
回答者数 = 348 ％

専門の相談員やスクール
ソーシャルワーカー等への
相談

保育所や幼稚園の利用料の
減額や免除

小中学校の就学援助、就学
奨励費、高等学校の授業料
支援

修学資金等の貸付、奨学金

住宅をさがしたり、住宅費
を軽減される援助

生活保護

児童扶養手当や障害・難病
の手当（特別児童扶養手当
等）

就労のための給付金（自立
支援教育訓練給付金、高等
職業訓練促進給付金等）

ハロワーク等での就労サ
ポート

10.6

27.0

24.1

3.7

3.4

0.3

23.9

3.4

12.4

0 20 40 60 80 100
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（中学生保護者） 

「子どもの医療費助成」の割合が68.0％と最も高く、次いで「子どもの一時預かり（放

課後児童クラブ、幼稚園や保育所の延長保育等を含む。）」の割合が39.6％、「小中学校の就

学援助、就学奨励費、高等学校の授業料支援」の割合が29.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

無料または低料金で利用で
きる食事支援（子ども食堂
等）

無料または低料金で利用で
きる家庭教師、学習支援

公的機関窓口（市役所、町
役場、福祉事務所、児童相
談所等）での相談

公的機関の電話、メール、
SNS での相談

子どもの一時預かり（放課
後児童クラブ、幼稚園や保
育所の延長保育等を含
む。）

病児・病後児保育

ホームヘルパーによる一時
的な育児・家事の援助（子
育てホームヘルプサービ
ス）

子どもの医療費助成

無回答

3.0

1.8

6.2

3.3

39.6

14.5

1.2

68.0

10.1

0 20 40 60 80 100
回答者数 = 338 ％

専門の相談員やスクール
ソーシャルワーカー等への
相談

保育所や幼稚園の利用料の
減額や免除

小中学校の就学援助、就学
奨励費、高等学校の授業料
支援

修学資金等の貸付、奨学金

住宅をさがしたり、住宅費
を軽減される援助

生活保護

児童扶養手当や障害・難病
の手当（特別児童扶養手当
等）

就労のための給付金（自立
支援教育訓練給付金、高等
職業訓練促進給付金等）

ハロワーク等での就労サ
ポート

15.7

18.6

29.9

5.9

1.5

0.3

20.4

4.1

14.2

0 20 40 60 80 100
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（高校生保護者） 

「子どもの医療費助成」の割合が63.7％と最も高く、次いで「小中学校の就学援助、就

学奨励費、高等学校の授業料支援」の割合が37.9％、「子どもの一時預かり（放課後児童ク

ラブ、幼稚園や保育所の延長保育等を含む。）」の割合が32.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

無料または低料金で利用
できる食事支援（子ども
食堂等）

無料または低料金で利用
できる家庭教師、学習支
援

公的機関窓口（市役所、
町役場、福祉事務所、児
童相談所等）での相談

公的機関の電話、メー
ル、SNS での相談

子どもの一時預かり（放
課後児童クラブ、幼稚園
や保育所の延長保育等を
含む。）

病児・病後児保育

ホームヘルパーによる一
時的な育児・家事の援助
（子育てホームヘルプ
サービス）

子どもの医療費助成

無回答

2.6

2.0

5.9

1.6

32.7

10.8

1.0

63.7

8.2

0 20 40 60 80 100
回答者数 = 306 ％

専門の相談員やスクール
ソーシャルワーカー等へ
の相談

保育所や幼稚園の利用料
の減額や免除

小中学校の就学援助、就
学奨励費、高等学校の授
業料支援

修学資金等の貸付、奨学
金

住宅をさがしたり、住宅
費を軽減される援助

生活保護

児童扶養手当や障害・難
病の手当（特別児童扶養
手当等）

就労のための給付金（自
立支援教育訓練給付金、
高等職業訓練促進給付金
等）

ハロワーク等での就労サ
ポート

12.4

16.3

37.9

8.5

3.9

1.3

21.6

3.3

10.1

0 20 40 60 80 100
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（５）生活状況調査 小学生・中学生本人 

① いつごろから、授業でわからないことがあるようになったか（小学生本人） 

「５年生になってから」の割合が

43.6％と最も高く、次いで「４年生のこ

ろ」の割合が24.2％、「３年生のころ」の

割合が19.4％となっています。 

個別最適な学びと協働的な学びの充実

を図ることが必要です。 

 

 

 

 

② 週にどのくらい、朝食を食べているか（小学生本人） 

「毎日食べる（週７日）」の割合が

87.2％と最も高くなっています。 

一方、「週１～２日、ほとんど食べない」

の割合が1.9％となっています。 

欠食をなくすため、家庭、学校、地域

が連携した食育の取組が必要です。 

 

 

 

 

③ 最近の生活の満足度（小学生本人） 

「10 十分に満足している」の割合が

29.2％と最も高く、次いで「８」の割合

が19.3％、「７」、「９」の割合が12.3％と

なっています。 

家庭、学校、地域が連携して、子ども

の人権を尊重した環境づくりが必要です。 

 

  

回答者数 = 165 ％

１・２年生のころ

３年生のころ

４年生のころ

５年生になってから

無回答

9.1

19.4

24.2

43.6

3.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 414 ％

毎日食べる（週７日）

週５～６日

週３～４日

週１～２日、ほとんど食べ
ない

無回答

87.2

8.0

2.4

1.9

0.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 414 ％

０　まったく満足してい
ない

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10　十分に満足している

無回答

1.4

1.0

1.7

1.9

2.4

10.1

7.7

12.3

19.3

12.3

29.2

0.5

0 20 40 60 80 100
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④ いつごろから、授業でわからないことがあるようになったか（中学生本人） 

「中学１年生のころ」の割合が47.4％

と最も高く、次いで「中学２年生になっ

てから」の割合が24.8％、「小学５・６年

生のころ」の割合が18.7％となっていま

す。 

個別最適な学びと協働的な学びの充実

を図ることが必要です。 

 

 

 

 

⑤ 週にどのくらい、朝食を食べているか（中学生本人） 

「毎日食べる（週７日）」の割合が

81.4％と最も高くなっています。 

一方、「週１～２日、ほとんど食べない」

の割合が6.6％となっています。 

欠食をなくすため、家庭、学校、地域

が連携した食育の取組が必要です。 

 

 

 

 

⑥ 最近の生活の満足度（中学生本人） 

「８」の割合が20.9％と最も高く、次

いで「10 十分に満足している」の割合

が17.6％、「７」の割合が15.3％となって

います。 

小学生と比較すると、全体として満足

度が下がっています。 

家庭、学校、地域が連携して、子ども

の人権を尊重した環境づくりが必要です。 

  

回答者数 = 230 ％

小学１・２年生のころ

小学３・４年生のころ

小学５・６年生のころ

中学１年生のころ

中学２年生になってから

無回答

3.9

4.8

18.7

47.4

24.8

0.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 392 ％

毎日食べる（週７日）

週５～６日

週３～４日

週１～２日、ほとんど食べ
ない

無回答

81.4

9.7

2.3

6.6

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 392 ％

０　まったく満足してい
ない

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10　十分に満足している

無回答

0.5

0.3

2.0

4.3

6.4

12.5

9.4

15.3

20.9

9.9

17.6

0.8

0 20 40 60 80 100
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（６）生活状況調査 高校生本人 

① 学校の授業がわからないことがあるか 

「教科によってはわからないことがあ

る」の割合が44.2％と最も高く、次いで

「だいたいわかる」の割合が37.2％とな

っています。 

個別最適な学びと協働的な学びの充実

を図ることが必要です。 

 

 

 

② いつごろから、授業でわからないことがあるようになったか 

「高校１年生のころ」の割合が28.6％

と最も高く、次いで「高校２年生になっ

てから」の割合が18.4％、「中学１年生の

ころ」の割合が15.8％となっています。 

個別最適な学びと協働的な学びの充実

を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 
 

③ 最近の生活の満足度 

「７」の割合が16.6％と最も高く、次

いで「８」の割合が16.1％、「10 十分に

満足している」の割合が15.5％となって

います。 

小・中学生と比較すると、全体として

満足度が下がっています。 

家庭、学校、地域が連携して、子ども

の人権を尊重した環境づくりが必要です。 

 

  

回答者数 = 355 ％

いつもわかる

だいたいわかる

教科によってはわからない
ことがある

わからないことが多い

ほとんどわからない

無回答

6.2

37.2

44.2

9.0

2.0

1.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 196 ％

小学１・２年生のころ

小学３・４年生のころ

小学５・６年生のころ

中学１年生のころ

中学２年生のころ

中学３年生のころ

高校１年生のころ

高校２年生になってから

無回答

4.1

7.1

7.1

15.8

12.8

6.1

28.6

18.4

0.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 355 ％

０　まったく満足してい
ない

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10　十分に満足している

無回答

2.8

1.7

2.0

4.5

6.2

12.4

14.4

16.6

16.1

6.2

15.5

1.7

0 20 40 60 80 100
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３ 高松市の子ども・子育てに関する現状と課題 

第２期高松市子ども・子育て支援推進計画や高松市子どもの貧困対策推進計画について

の課題や、こども大綱を踏まえた課題を整理しています。 

  

（１）子どもの成長への支援について 

① 子どもの心身の健やかな育ちへの支援 

本市では、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供し、子どもの健やかな成

長を支援しています。こども家庭センターを中心に、産婦が正しい知識を身につけ、新生

児の健全な発育を促す産後ケア事業を推進しています。また、多胎育児家庭など、育児等

の負担が大きく孤立しやすい家庭を妊娠期から支援し、感染症から子どもを守るために適

切な時期での予防接種を勧奨しています。さらに、健康教育や相談事業の充実により、安

心して子育てが行えるよう支援するとともに、乳幼児の疾病の早期発見や発達状況の確認

に努めています。 

 

ニーズ調査によると、就学前児童の保護者の81.5％が「祖父母等の親族」に子育てにつ

いて気軽に相談できると回答し、次いで「友人や知人」が66.8％、「幼稚園や保育所の先生」

が45.1％でした。小学生保護者でも同様に「祖父母等の親族」が73.4％、「友人や知人」が

69.6％、「学校の先生」が19.1％となっています。しかし、「気軽に相談できる人はいない」

と答えた人もいるため、より多くの相談先や適切な情報提供が必要です。 

 

思春期以降のひきこもりや摂食障害、精神疾患等の相談も実施しており、若年層に対し

ては、性感染症の正しい知識や情報を普及・啓発し、性感染症予防を図っています。また、

喫煙・飲酒、薬物乱用防止教育の充実や、睡眠習慣・ゲーム依存等の正しい知識の普及啓

発にも取り組んでいます。 

 

小児救急医療体制の充実や、障がいや疾病により高度医療を必要とする家庭への医療費

助成・給付を行っています。不妊治療に要する費用の一部を助成し、不妊に関する悩み等

への相談支援も実施しています。今後も、子どもが地域でいつでも安心して医療サービス

を受けられるよう、小児医療体制の充実を図ることが必要です。また、小児医療の関係者

と成育過程にある者に対する医療、保健、福祉、教育等の関係者との連携体制の構築を図

り、医療的ケア児やその家族も含めた支援体制を確保することが求められています。 

 

さらに、家庭や地域への食に関する情報発信や、離乳食教室などの食育の推進により、

子どもたちが望ましい食習慣を身に付けられるよう努めています。生活状況調査では、朝

食を毎日食べない割合が小学生で12.3％、中学生で18.6％と学年が上がるにつれ増加傾向

にあります。家庭での食事は家族とのコミュニケーションやマナーを学ぶ場でもあり、規

則正しい食習慣や共食の推進など、家庭、学校、地域が連携した食育の取組が必要です。 
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② 健やかな成長を促す学びへの支援 

本市における幼児教育・保育の質の向上は、乳幼児期の教育と保育が生涯にわたる人格

形成の基礎であるとの認識に基づいています。「高松っ子いきいきプラン」に沿い、全ての

子どもに質の高い教育・保育を提供することを目指しています。幼稚園と保育所の機能を

併せ持つ幼保連携型認定こども園への移行が進められ、就学前教育と小学校教育の接続を

円滑にする取組も行っています。今後も、保護者の就労状況に応じた多様なニーズに対応

するため、教育・保育サービスの充実の検討が必要とされています。 

 

学校教育においては、少人数学級の推進や外国語指導助手の配置を通じて、総合的な学

力向上を図っています。また、読書活動や体験活動を充実させ、子どもの健康保持や運動

習慣の促進にも取り組んでいます。生活状況調査では、特に中学１年生や高校１年生にお

いて授業内容の理解に課題が見られ、学習サポートの強化が求められています。自己肯定

感や道徳教育の重要性も指摘されており、子どもの健全な育成に向けた取組が必要です。 

 

いじめや不登校対策については、生徒指導体制の充実や関係機関との連携強化を図って

います。いじめ防止対策推進法に基づく対応の徹底が求められ、子ども主体のいじめ防止

教育の実施が重要視されています。全ての子どもが自分と他者の大切さを認識できるよう

な教育が必要です。 

 

体験学習や地域活動の充実も重視されており、子どもの創造性や社会性を育むための多

様な活動の場を提供しています。保護者の意見を反映し、体験学習や、社会での活躍に向

けた学びの機会を充実させることが求められています。 

 

③ 配慮を要する子どもと保護者への支援 

本市では、児童虐待を防止するために、子育てに困難を抱える家庭や子どものＳＯＳを

できる限り早期に把握し、要保護児童対策地域協議会などの地域のネットワークが一体と

なって継続的に支え、虐待予防の取組を強化するとともに、児童相談所と連携して、虐待

の重篤化を防止しています。 

今後は、母子保健と児童福祉の協働により、子育てに困難を抱える家庭を漏れなく把握

し、切れ目ない支援を行える体制整備が求められています。 

障がいのある子どもへの支援にも努めており、啓発キャンペーンや相談体制の強化を通

じて早期発見と療育を促進しています。 

今後も、障がいのある子ども・若者の支援については、乳幼児健診等を活用し、障がい

の原因となる疾病等の予防と早期発見に努め、適切な療育につなげる支援体制を充実して

いく必要があります。 
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高松市は、こども家庭庁が掲げる「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同し、令和

５年 11月 22日（いい夫婦の日）に「こどもまんなか応援サポーター宣言」を実施

しました。 

この日、市長が「こどもまんなか応援サポーター」として、高松琴平電気鉄道株

式会社のマスコットキャラクター「ことちゃん」「ことみちゃん」とともに、子ど

もたちのためにできることを考え、実行していく決意を表明しました。 

 

「こどもまんなか応援サポーター」は、子どもたちのために何がもっとも良いこ

とかを常に考え、子どもたちが健やかで幸せに成長できる社会を実現するという

「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同し、自らもアクションに取り組む個人、団

体・企業、自治体等のことを言います。 

 

高松市は、この取り組みを通じて、地域全体で子どもたちを支え、よりよい未来

を創り上げていくことを目指しています。 

こどもまんなか応援サポーターを宣言！ 

  

また、地域生活支援拠点等の充実や相談支援事業所との連携などによる地域における障

がい児や障がい者の支援体制の強化、保育所等におけるインクルージョンを推進すること

が必要です。 

さらに、医療的ケア児、聴覚障がい児など専門的支援が必要な子どもや若者とその家族

への対応のための地域における連携体制を強化することが必要です。 

また、障がいの特性や程度に応じて、一人一人の個性を伸ばし、持てる力を最大限に発

揮できるよう、特別支援教育と就学相談の充実が必要です。 

 

ひとり親家庭への支援では、「たかまつひとり親家庭サポートブック」を作成し、ひとり

親家庭に役立つ情報提供や相談支援を行い、経済的支援や就業支援を推進しています。 

今後も、ひとり親家庭の生活安定を図るため、制度の更なる周知啓発や関係機関と連携

して個別ニーズに応じた支援体制を充実していく必要があります。 

 

社会的養育が必要な子どもへの支援では、児童相談所が主となって、社会的養育を必要

とする子どもの保護や受け皿の確保・拡充等を行っています。 

本市では、要保護児童対策地域協議会において、関係機関の情報や考え方を共有し、要

保護児童等の早期発見や、適切な保護のための児童相談所との連携等を行っています。 
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（２）子育て家庭への支援について 

① 地域における子育て支援 

本市では、地域における子育て家庭への支援を強化するため、相談や交流の場を提供す

る子育て支援施設の充実を図ったり、子育て家庭が抱える不安感や孤立感を軽減するため、

情報提供や施策の周知に努めています。また、特別な支援が必要な子どもが教育・保育施

設を円滑に利用できるよう配慮し、保護者の多様なニーズに応じた支援施策を展開してい

ます。 

 

就学前児童の保護者を対象としたニーズ調査では、地域子育て支援拠点事業の未利用者

が69.7％となっていますが、今後の利用意向が23.0％となっており、保護者の就労増加に

伴う生活様式の変化に対応した事業の工夫と周知が求められています。 

 

家庭における教育力の向上を目指し、出産を迎える家族に対して体験教室を通じて子育

てに関する知識を提供しています。また、子どもの健全な育成を促進するため、相談事業

や講座を充実させ、読書活動の普及啓発にも力を入れています。今後は、県内の相談先に

関する認知度向上が必要であり、保護者が家庭での教育を行うための支援を強化すること

が重要です。 

 

経済的負担の軽減に関しては、医療費助成や保育料の軽減などを通じて、子育てに伴う

経済的負担を軽減する取組を行っています。特に、ひとり親家庭や障がいのある子どもを

持つ家庭への支援が強化されています。ニーズ調査では、幼稚園や保育所にかかる費用負

担の軽減を求める声が多くあり、今後も経済的支援の充実が求められています。 

 

② 子育てと仕事の両立支援 

本市では、子育てと仕事の両立支援に向けて多様な保育事業を提供しています。女性の

就業率の上昇に対応し、保育所や放課後児童クラブの受け皿の確保、保護者のニーズに応

じた延長保育や一時預かり、病児保育などのサービスを充実させ、保育士の質の向上にも

取り組んでいます。また、認可外保育施設に対しても適切な指導監督を行い、安心して預

けられる環境を整備しています。 

 

就学前児童の保護者を対象としたニーズ調査では、放課後の過ごし方として放課後児童

クラブ（学童保育）を希望する人も多くなっています。自宅で過ごすことを希望する保護

者も一定数いますが、地域の多様なニーズに応じたサービスの提供が求められています。

放課後児童クラブの安定的な運営を確保し、利用者の声に基づいたサービスの充実が必要

です。 

 

さらに、ワーク・ライフ・バランスの推進においては、男女共同参画や働き方改革を進
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めています。母親の育児休業取得率は高い一方で、父親の取得率は低く、育児休業を取り

にくい職場環境も影響しています。今後は、育児休業が取得しやすい環境を整えるための

啓発活動や、経済的負担を軽減する支援策の検討が重要です。また、男性の家事・子育て

への参画を促進し、組織の就労環境の見直しを進めることが求められています。 
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（３）子どもの成長・子育て家庭を支える環境づくりについて 

① 子どもにとって安全・安心な環境づくり 

子どもにとって安全で安心な環境を整えるため、本市では防犯、交通安全、そして防災

対策を推進しています。また、学校、地域、家庭が連携し、子どもが自らの身を守るため

の学びを進めています。ニーズ調査によると、交通安全施設の整備が最も重要視されてお

り、地域のパトロールや情報モラル教育も重要な取組とされています。子どもの安全を確

保するための対策が求められています。 

 

また、有害環境の浄化と青少年の非行防止においては、市民団体や関係機関と連携し、

非行防止や健全育成に努めており、今後は相談支援や自立支援の推進が必要です。 

 

子どもが安全に遊べる環境づくりも重要な課題です。公園や遊び場の整備を進め、地域

の協力を得て居場所づくりに取り組んできました。ニーズ調査では、遊び場の不足が指摘

されており、今後も環境整備が求められています。 

 

さらに、子育て家庭に優しいまちづくりを進めるため、バリアフリー化や妊産婦への配

慮が行われています。子育てしやすいまちと感じる人が多い一方で、改善が必要な点も指

摘されています。今後も安全で安心な環境を整えるための取組が重要です。 

 

② 子どもの成長・子育て家庭を支える人材育成とネットワークづくり 

本市では、地域における多様な子育て支援活動の充実を図るため、人材の育成や活動団

体への支援を進めています。 

今後も、子ども・若者の健やかな育ちや困難に対する支援、子育て支援に携わる担い手

の確保、育成、専門性の向上を図れるよう支援することが必要です。 

また、地域における身近な大人や若者、ボランティアやピアサポートができる人材など、

多様な人材を確保・育成することが必要です。 

 

本市では、子育て支援事業を実施する団体や個人間の連携・協働を図りながら、地域に

おける子育て支援のネットワークづくりを推進しています。 

市の子育て支援事業については、今後も、サービス利用の必要性がある保護者が利用し

やすい環境づくりを進め、生まれる前から乳幼児期までの切れ目のない支援を維持できる

よう、より多くの相談先や、適切な子育て支援サービスなどからの情報提供が必要です。 
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高松市では、地域の様々な団体と連携協定を結び、子どもや子育て家庭への支援

の輪を広げています。 

・讃岐おもちゃ美術館 

 子育て世帯の交流促進や、木育と伝統工芸に触れる機会の提供を進めています。 

・一般社団法人ロングスプーン協会 

 フードリボンプロジェクトの普及啓発や、子ども食堂との連携を強化しています。 

これからも地域で共に手を取り合い、子どもたちを支える社会の実現を目指し、

未来を担う全ての子どもが健やかに育つ環境づくりを推進します。 

連携協定を締結しています 

 

（４）子どもの貧困対策計画についての現状と課題 

本市では、子どもの貧困対策として、平成30年３月に「高松市子どもの貧困対策推進計

画」を策定し、子どもやその保護者に対して、「教育の支援」、「生活の支援」、「就労・経済

的な支援」、「制度利用・相談の支援」の４つを施策の柱とし、国や県、民間企業、地域団

体と連携を図りながら、子どもの視点に立った各種の貧困対策事業に取り組んでいます。 

生活状況調査では、小・中・高校生の保護者において、経済的（お金がない）な理由で、

家族が必要とする食料・衣類が買えないことがあったかについて、「よくあった」「ときど

きあった」「まれにあった」と答えた世帯は15.2％で、公共料金の「電気・ガス・水道」の

未払いも発生しています。 

若者のニーズ調査では、市が取り組む青少年や若者の政策に望むことについて、「経済的

な困難を抱えている家庭を支援する」が35.5％と最も高くなっています。 

今後は、子どもの貧困対策では、児童扶養手当や就学援助など、また、ひとり親への助

成・支援が求められるとともに、等価世帯収入の水準が低い世帯やひとり親世帯等に対し

ては生活の安定のための支援、教育の支援、保護者の就労支援の充実が必要です。 
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（５）新たな課題について 

① 子ども・若者の権利 

子ども・若者の権利に関する理解を深めるためには、こども基本法や子どもの権利条約

の内容を広く周知することが重要です。ニーズ調査によると、子ども・若者の権利に対す

る認知度は低く、「暴力や言葉で傷つけないこと」や「自分の考えを自由に言えること」が

重要視されています。今後は、権利の主体としての認識を高め、意見を表明する機会を多

様な場で確保する必要があります。 

 

② 若者の就労支援 

若者の雇用に関する調査では、収入の少なさや立場の不安定さ、若者の転出が多いこと

が大きな懸念事項として挙げられています。若者の経済的基盤の安定と雇用対策が重要視

されており、就職活動においてはマッチングの向上が求められています。また、早期離職

を防ぎ、職業能力を培う支援が必要です。さらに、離職後の再就職支援も重要な課題です。 

 

③ 結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援 

若者のニーズ調査では、64.1％の若者が結婚を希望している一方で、適切な相手との出

会いや経済的な不安が結婚をためらわせる要因となっています。出会いの機会を創出する

支援や、新生活のスタートアップ支援が求められています。 

 

④ 悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談支援 

若者やその家族の悩みや不安に対する相談体制の充実も重要です。ニーズ調査では、ひ

きこもりの原因として、病気、就職活動、人間関係のつまずきが挙げられています。情報

発信を強化し、悩みを抱える若者や家族への相談体制を整えることが必要です。 

 

⑤ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大における子どもの成長や子育て家庭へ

の問題への対応 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の時期に、学校の閉鎖やオンライン授業の普及に

より、人との関わりを極力とらない生活が増加し、友達や教師との直接的な交流が減少し、

集団活動や自然体験活動が減少することで、他の家庭や地域のコミュニティとのつながり

を保つことが難しくなり、子どもの成長に影響が出ています。また、保護者が精神的な不

調を抱える家庭の子どもほど、コロナ禍で５歳時点での発達の遅れが顕著と言われていま

す。コミュニケーション能力を幼児期から小学校、中学校も含めて培うことが必要です。 
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第３章    計画の基本的な考え方 

 

 

 

１ 基本理念 

 

「第７次高松市総合計画」のまちづくりの目標として、「誰もが自分らしく健やかに暮ら

せるまち」を目指しています。 

この目標の実現に向けて、子育て支援分野では、子どもが健やかに生まれ育つ社会の形

成を目指しています。 

また、「こども大綱」において、子どもの視点に立って意見を聴き、子どもにとって一番

の利益を考え、子どもと家庭の福祉や健康の向上を支援し、子どもの権利を守る「こども

まんなか社会」の実現を目指しています。 

本計画では、「第２期高松市子ども・子育て支援推進計画」及び「高松市子どもの貧困対

策推進計画」の理念や方向性などを引き継ぐとともに、「こども大綱」の理念と「第７次高

松市総合計画」に掲げる目標の実現に向けて、「すべての子ども・若者が 健やかに成長し 

笑顔かがやくまち たかまつ」を基本理念とし、子ども・若者や、子育て世帯が、夢と希望

を持ち、安心して暮らせるまちを目指します。 

 

 

【 基 本 理 念 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
すべての子ども・若者が 健やかに成長し 

笑顔かがやくまち たかまつ 
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２ 基本目標   

 

基本理念の実現に向け、次のとおり３つの基本目標を定めます。 

 

基本目標１ 子どもの将来にわたる健やかな成長を支援します 

子どもの幸せな将来の実現に向け、子どもの権利を尊重し、ライフステージに応じた子

どもやその家庭への切れ目のない支援の充実を図ります。安心して出産や子育てができる

よう、妊娠期からの子どもの発育・発達への支援に取り組みます。子どもの自主性・社会

性の育成や子どもの健やかな成長と発達を総合的に支援します。 

また、将来のある子ども・若者の就労、結婚、子育てへの支援を図ります。 

 

 

基本目標２ 子育てや子ども・若者の成長を支援します 

子ども・若者の権利の保障を踏まえた政策、支援の充実を図るとともに、多様な子ども・

若者の居場所を確保します。また、貧困や障がいのある子ども・若者、支援が必要な子ど

も・若者とその保護者、児童虐待、ひきこもりの当事者等を対象に、関係機関等が連携を

図りながら、子ども・若者の特性に合わせた継続的な支援を充実します。 

さらに、防犯・交通安全・防災対策に取り組み、妊婦や子ども・若者、子育て家庭にと

って、安全・安心な環境の整備に努めます。 

 

 

基本目標３ 安心して子育てができる環境を確保します 

地域における子育て支援活動の充実を図るため、人材育成や活動団体への支援、ネット

ワークづくりを推進し、地域社会全体で子どもを育てる環境づくりを目指します。 

また、安心して仕事と子育てを両立できる環境づくりのため、ワーク・ライフ・バラン

スの理解や促進に努め、仕事と子育てを両立するための環境づくりや、男女共同参画によ

る子育てを促進し、保護者が安心して子育てができる環境を確保します。 

さらに、保護者の子育てにおける不安や悩みに対する相談支援や情報提供の充実、ひと

り親家庭への支援の充実を図ります。 

 

 

  



     

 
77 

 

３ 数値目標 

本市では、基本理念の実現を目指し、次のとおり、数値目標を定めます。 

 

高松市は「子育てしやすいまちだと思う」 
（どちらかと言えば子育てしやすいまちだと思うを含む）人の割合 

 

区分 
平成 25 年度 

ニーズ調査 

平成 30 年度 

ニーズ調査 

令和６年度 

ニーズ調査 

令和 11 年度 

目標数値 

就学前児童の 

保護者 

48.4％ 

（39.9％） 
84.7％ 75.8％ 90.0％ 

小学生の 

保護者 

45.0％ 

（40.4％） 
82.8％ 75.4％ 85.0％ 

注記：平成 25 年度は、「思う」、「思わない」、「どちらともいえない」、「その他」の 4 択であり、（ ）内

は「どちらともいえない」と回答した割合 

 

 

「生活に満足している」と思う子どもの割合 
 

区分 
令和６年度 

ニーズ調査 

令和 11 年度 

目標数値 

小学生本人 73.1％ 80.0％ 

中学生本人 63.7％ 70.0％ 

高校生本人 54.4％ 70.0％ 

 

 

若者（18～39 歳）の、「自分が幸せだと思う」 
（どちらかと言えばそう思うを含む）人の割合 

 

令和６年度 ニーズ調査 令和 11 年度 目標数値 

87.7％ 90.0％ 
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１ 子どもの将来 
にわたる健や 
かな成長を支 
援します 

２ 子育てや子ど 
も・若者の成 
長を支援しま 
す 

３ 安心して子育 
てができる環 
境を確保しま 
す 
 

 

４ 体系図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
（４）ひとり親家庭への支援 

［ 基本理念 ］ ［ 基本施策 ］ ［ 基本目標 ］ 

す
べ
て
の
子
ど
も
・
若
者
が 

健
や
か
に
成
長
し 

笑
顔
か
が
や
く
ま
ち 

た
か
ま
つ 

（１）母子の健康支援 

（３）教育・保育施設の充実 

（１）教育環境の充実 

（２）豊かな心と体づくり 

（１）子ども・若者の権利の保障 

（１）妊娠から出産、子育ての経済的負担の 
軽減 

（３）安心して学ぶことのできる環境づくり 

（１）出会いや結婚の支援 

（２）就労支援 

（４）障がいのある子ども・若者の支援の充実 

（５）児童虐待の未然防止、早期発見、支援 

（６）子ども・若者のこころの健康づくり、 
不登校・ひきこもり・自殺対策の推進 

（７）安心して外出できる環境の整備 

（３）子どもの貧困対策の推進 

（２）地域における子育て支援の充実 

（３）ワーク・ライフ・バランスの推進 

 
 

妊
娠
前
か
ら 

幼
児
期
ま
で 

学
童
期
・
思
春
期 

青
年
期 

（５）子育て情報提供の充実 

（２）多様な居場所の確保 

（２）親子の成長と交流の場の支援   


